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Ⅰ はじめに                                 

 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 26 条の規定に基づき、教育委員会は、毎年、

その権限に属する事務の管理及び執行状況について点検・評価を行い、その結果に関する報

告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表することとされています。 

 本報告書は、効果的な教育行政の推進に資するとともに、市民への説明責任を果たすため

に、平成 29 年度の飯塚市教育委員会に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び

評価を行った結果を、教育に関し学識経験を有する者の意見を付して、報告するものです。 

○地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋） 

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等） 

第２６条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第１項の規定により教育長

に委任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第４項の規定により事務局職

員等に委任された事務を含む。）を含む。）の管理及び執行の状況について点検及び評価

を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しな

ければならない。 

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有す

る者の知見の活用を図るものとする。 

 

Ⅱ 飯塚市教育委員会について                          

 

〖組織、構成〗 

  都道府県及び市町村等に置かれる行政機関のひとつで、教育長及び 4 人の教育委員をも

って組織される合議制の執行機関であり、学校教育、生涯学習、文化等に関する事務を担

当しています。 

 

〖教育長の任命〗 

  市長の被選挙権を有するもので、人格が高潔で、教育行政に関し識見を有するもののう

ちから、市長が議会の同意を得て任命し、その任期は 3 年で、再任できることとなってい

ます。 

 

〖教育委員の任命〗 

  市長の被選挙権を有するもので、人格が高潔で、教育、学術及び文化に関し識見を有す

るもののうちから、市長が議会の同意を得て任命し、その任期は 4 年で、補欠委員の任期

は前任者の残任期間となります。また、委員は再任できることとなっています。 

 

〖運営等〗 

  教育委員会は、大局的な見地から教育行政の基本的方針を決定し、その方針決定を受け、

教育長が事務局を指揮監督して具体的な事務を執行する仕組みとなっています。 

 

〖飯塚市の教育委員会〗 

職 名 氏 名 現在の任期 

教育長 西 大輔 平成 29 年 4 月 11 日～32 年 3 月 31 日 

委員(教育長職務代理者) 上田 敬子 平成 28 年 5 月 17 日～32 年 5 月 16 日 

委員 大隈 恵子 平成 30 年 5 月 17 日～34 年 5 月 16 日 

委員 髙石 双樹 平成 27 年 5 月 17 日～31 年 5 月 16 日 

委員 安永 卓生 平成 29 年 5 月 17 日～33 年 5 月 16 日 
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Ⅲ 教育委員の活動状況                           

 

１ 教育委員会会議 

教育委員会会議は、毎月 1 回の「定例会」と教育長が必要と認めたとき等に開催する

「臨時会」からなっており、付議案件及び懸案事項などの審議を行い、教育行政の方

針等を決定しています。 

 

 【平成 29 年度開催状況等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 研修会等への参加状況 

教育委員会会議以外にも、公式行事への参加、学校の訪問・意見交換会、他市町教育

委員との合同研修会など、様々な活動を行っています。以下は、主に教育委員会事務局

に案内や参加依頼があった案件のみ記載していますが、これ以外にも地域における様々

な各種行事等へ参加しています。 

 

 ◇会議・研修会等への出席 

時 期 名 称 概 要 

平成 29 年 4 月 飯塚市立小・中学校管理職

春季研修会 

「本市が目指す学校教育」についての講話、「思春

期の子どもの理解」についての講演 

 福岡県市町村教育委員会

教育長等会議 

福岡県教育行政の主要施策について及び総会 

 飯塚市子ども祭 飯塚本町商店街アーケードで開催された行事 

① 開催回数：14 回（うち定例会 12 回、臨時会 2 回） 

② 付議件数等：議決事項・・・・・ 53 件 ※「参考資料」参照 

      報告事項・・・・・ 50 件 ※「参考資料」参照 

③ 主な付議案件 

○飯塚市立小・中学校空調設備設置計画の策定 

○平成 30 年度から使用する小学校教科用図書の採択 

○飯塚市立小学校設置条例及び飯塚市立中学校設置条例の一部を改正する条例 

○蓮台寺小学校及び潤野小学校の統合並びに鎮西中学校の名称及び位置の変更並びに 

 穂波東中学校の位置の変更 

○飯塚市学校給食センター条例を廃止する条例 

○飯塚市立学校の通学区域に関する規則の一部を改正する規則 

○飯塚市児童センター及び児童館条例の一部を改正する条例（補助執行事務）について 

○飯塚市教育委員会職員の職の設置に関する規則の一部を改正する規則 

○飯塚市文化振興基本条例等の一部を改正する条例 

○旧伊藤伝右衛門邸条例施行規則の制定 

○飯塚市学校運営協議会委員の任命            etc 
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5 月 平成 29 年度飯塚市小中学

校 PTA 連合会総会 

飯塚市 PTA 連合会の平成 28 年度事業及び活動報

告、平成 29 年度事業計画及び予算 

 平成 29 年度筑豊教育事務

所管内教科用図書調査研

究協議会 

教科用図書調査研究協議会の役員選任、組織、予

算についての協議、筑豊教育事務所管内調査研究

協議会規約の制定 

6 月 第 36 回飯塚新人音楽コン

クール本選 

全国から応募のある新進演奏家によるピアノ・声

楽の競演会、5 月に予選、6 月に本選を行う 

 サニーベール中高生等来

飯歓送迎会 

来飯した米国カリフォルニア州のサニーベール市

の中高生との交流事業等 

7 月 同和問題啓発月間街頭啓

発 

イオン穂波ショッピングセンターに於いて来店者

への街頭啓発活動 

 平成 29 年度筑豊市町村教

育委員会連絡協議会総会 

総会及び「国及び県の教育課題と筑豊地区への期

待」についての研修会等 

 平成 29 年度第 1 回飯塚市

総合教育会議 

議題：飯塚市総合教育会議運営要領の一部改正に

ついて、飯塚市教育施策の大綱について 

 長崎街道筑前六宿連携事

業子どもサミット 

旧宿場町のまちづくり団体や関係市と連携し長崎

街道の PR、郷土の歴史文化に関する研究活動報

告や地域に伝わる伝統芸能披露 

飯塚市中心市街地活性化

協議会 

飯塚市商店街連合会、まちづくり会社等と連携を

図り、基本計画における活性化事業の推進協議 

8 月 九州地区市町村教育委員

会研修大会 

「御崎馬を活用した自然学習」「キャリア教育」に

ついての講話及び視察研修等 

 福岡県市町村教育委員会

教育長研修会 

「福岡県教育行政の推進と市町村教育委員会への

期待」についての講演及び各部会での研究討議 

 飯塚小学生議会 2017 小学校 20 校の児童代表 40 名が出席、市への質

疑、提案を行い「飯塚市小学生のまちづくりへ

の積極的参加に関する決議」が採択された。 

飯塚市立小･中学校管理職

夏季研修会 人権･同和教

育実践交流会 

「部落解放教育を推進するために」の講話及び「学

力向上の取組」「生徒の学ぶ意欲を高める環境づく

り」等についての実践発表研修を実施 

9 月 飯塚市教育委員会指定･委

嘱校 実践発表会 

小中一貫校幸袋校の公開授業及び「飯塚市が目指

す小中一貫教育とその展望について」の講話 

 第 42 回飯塚少年剣道大会 小学生の部及び中学生の部による個人戦・団体戦 

10 月 飯塚地区暴力追放・安全・

安心まちづくり住民総決起

大会 

飯塚地区から暴力団を排除していくことの承認、

福岡県安全･安心まちづくりアドバイザーの講演

及び市中パレードを行う 
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10 月 平成 29 年度「新しい学び

プロジェクト授業研究会

in 飯塚」 

各小中学校での公開授業及び「協調学習で実現す

る新学習指導要領の理念：ICT、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ教育、

小中一貫教育も見据えて」についての講話 

11 月 いいづか小学生の討論会 市内 20 小学校の代表 22 名による、テーマ「友達」

についての討論会 

 平成 29 年度第 2 回飯塚市

総合教育会議 

議題：「飯塚市教育施策の大綱」の骨子について 

協議･調整事項：「ﾗｲﾌｽﾃｰｼﾞに応じた障がい児(者)

の支援体制について」 

平成 30 年 1 月 飯塚市成人式 稲築志耕館高等学校郷土芸能部による和太鼓演

奏、ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝﾋﾞﾃﾞｵ上映会など 

 飯塚市立小・中学校管理職

冬季研修会 

「小中一貫校飯塚鎮西校、穂波東校の取り組みに

ついて」の実践発表、「社会の変化と教師の役割」

について講演 

 平成 29 年度飯塚市学力向

上フォーラム 

「飯塚市の産学連携によるﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ教育の取

組」「基礎･基本と未来の教育」について講演 

2 月 平成 29 年度第 3 回飯塚市

総合教育会議 

議題：「第 2 次飯塚市教育施策の大綱（案）」につ

いて・基本施策新旧対照表 

3 月 平成 29 年度第 4 回飯塚市

総合教育会議 

議題：「第 2 次飯塚市教育施策の大綱の策定」につ

いて・大綱の策定 

 

 ◇学校訪問・行事等への出席 

時 期 名 称 概 要 

平成 29 年 4 月 小学校・中学校入学式 
市立小学校 20 校 

市立中学校 10 校 

平成 29 年 4 月 

～平成 30 年 3 月 
定例校長会 

円滑な学校運営を図るために、様々な教育課題に

ついて協議 

平成 29 年 6 月 

、11 月 
学校開放日 

市立小学校 22 校・中学校 10 校で実施される公開

授業の視察 

平成 29 年 10 月 学校訪問 
庄内中学校など各小中学校を訪問、授業視察等を

踏まえ学校運営等についての意見交換 

平成 29 年 10 月 

～平成 30年 2月 

研究指定・委嘱校研究発表

会 

片島小学校など各小中学校を訪問、実践的な取組

み等の研究発表会の視察 

平成 30 年 3 月 小学校・中学校卒業式 
市立小学校 20 校 

市立中学校 10 校 
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Ⅳ 平成２9 年度事務事業評価                         

 

１ 点検・評価について 

（１）点検・評価する事務の対象 

    飯塚市教育施策要綱に掲げる主要施策を達成するために取り組んだ、主な事業を対象

としています。 

（２）点検・評価の方法 

    （１）に係る事業ごとに、必要性、効率性、公平性の観点からその達成度について、

それぞれの所管課・部署が自己評価を行い、点検・評価の客観性を確保するために第三

者の方々に外部評価をいただきました。 

外部評価については、教育に関し学識経験を有する者で、公正な意見を述べることが

期待できる人を想定し、教育系大学の教授と元小学校校長、計 2 名の方に評価をいただ

きました。また、事業ごとに評価者と各所管課との間でヒアリングを実施し、各事業の

達成度や成果等について意見聴取を行いました。 

この点検・評価においては、事業ごとにその達成度・成果等に応じて、評価者 2 名の

合議のもと、Ａ（達成している）、Ｂ（概ね達成している）、Ｃ（課題がある）、Ｄ（事

業見直しが必要）で評価しています。 

（３）結果の取扱い 

   評価の高い事業は引き続き実施し、評価の低い事業については課題や問題の解決を行

うと同時に、事業の見直しについても検討していきます。 

 

 

２ 全体評価結果 

（１）全体集計結果 

    飯塚市教育施策要綱に掲げた主要施策を達成するために、平成 29 年度に実施した事

務事業の中で、事業の必要性や継続性等の観点から学校教育分野で 5 事業、社会教育

分野で 5 事業の計 10 事務事業の選定を行い、平成 30 年 8 月 29 日（水）にヒアリング

を実施し外部評価者より評価をいただきました。 

その結果、目標達成度は次の表のとおり、「Ａ 達成している」が 5 事業で 50％、「Ｂ 

概ね達成している」が 5 事業で 50％、「Ｃ 課題がある」、「Ｄ 事業見直しが必要」は 0

事業でした。 

 

 ≪評価結果集計表≫                      （  ）内は率 

   評価 

区分 

Ａ 

達 成 

Ｂ 

概ね達成 

Ｃ 

課題がある 

Ｄ 

要事業見直し 
全 体 

学校教育 2 3 0 0 5 

社会教育 3 2 0 0 5 

計 
5  

（50％） 

5   

（50％） 
（－） （－） 

10 

（100％） 
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（２）外部評価講評 

 □ 福岡教育大学特任教授  主税 保德 

 

平成 29 年度に実施された 10 事業について聞き取りを含めて検討し、評価を行っ

た。学校教育・社会教育各 5 事業、合計 10 事業中で「達成」5 件、「概ね達成」5 件

と「達成」が昨年度よりも 2 件減っているが、全体的に適切な実施であったと評価で

きる。以下、分析・考察を提示する。 
 

学校教育に関して、「小中一貫教育推進のための研修会の充実」は、この研修会で

作成した 9 年間の活動プランを活かすためにも、一貫性と連続性のある学習指導や生

徒指導が小中一貫教育の推進にどのように繋がったかを目に見える成果として表し、

学校間の取組だけでなく地域との連携強化にも努めてほしいと思う。「スクールカウ

ンセラー、スクールソーシャルワーカーの活用」では、問題行動の早期解決を図るこ

とを目的としていることからも、不登校解消率やいじめの認知率などを考慮した目標

設定も考えて頂きたい。「放課後子ども教室や児童クラブ等との連携」は、各所管が

連携した合同プログラムの取組は評価できる。今後、行政組織に限らず、高齢者や地

域住民との交流を図る学社連携の取組も充実してほしい。「奨学金制度の実施（制度

の調査研究）」では、返還免除型制度への移行は大変魅力的な制度となっているので、

是非、高校生や大学生に行き届く周知の工夫をお願いしたい。「献立検討委員会（毎

月開催）による給食内容の工夫・改善」では、どのような工夫・改善がどういった成

果を出したのかを数値として明確になるように、アンケート調査による満足度、給食

残滓率などの目標設定も必要と思う。 
 

社会教育に関して、「いいづか市民マナビネットワーク事業の実施」では、5 人以

上で学級開設といった学習者が自主的に学習機会の提供を受けやすくしたところに

ポイントを置き周知してきた結果、学級生数の増加に繋がっていることは評価できる。

今後も広報活動の充実を更に拡充して頂きたい。「社会教育行政に係る審議会等の開

催」では、委員各自が果たすべき役割を再認識することが必要である。他市町の定例

会の視察や情報交換などを行ってもよいと思う。飯塚市の社会教育行政の発展と促進

のために審議会の充実に努めてほしい。「ブックスタートの実施」では 9 割を超える

配布の成果は評価できる。今後、4 ケ月健診時に配布された本などは、その後どのよ

うに活用されたのかなどの追跡調査も必要かと思う。「飯塚総合文化祭の実施」では、

入場者も多く市民の日頃の練習の成果を披露できる場として文化活動の意欲向上が

図られており評価できる。美術展における顕彰の取組など、出展者にとって励みとな

る事業であり継続した実施を期待する。「指定文化財の一般公開」では、文化財に対

する理解を深める施策を推進するため、広報活動に重点を置き、ホームページの開設

や野外展示文化財の地図や詳細な説明を掲載され、周知を図られていることは評価で

きる。目標値設定については、歴史資料館であれば入場者数、野外展示については市

民の声を募集するなど、市民の要望等に沿った目標の設定も検討して頂きたい。 
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 □ 元小学校校長  森山 一昌 

 

平成 29 年度に実施された学校教育分野の 5 事業と社会教育分野の 5 事業について

ヒアリングを中心に評価を行いました。合計 10 事業中「達成している」5 件、「概ね

達成している」5 件でした。どの事業も問題はなく適切に実施されたと思われます。

以下、それぞれの事業について評価の概要を述べます。 
 

学校教育分野について、「小中一貫教育推進体制のための研修会の充実」では、小

中一貫教育コーディネーターを中心とした研修会を年間 2 回開催、その研修会を通し

て教職員の見識を深めるとともに意識改善に繋げられ、研修会参加人数も目標達成し

ており評価できますが、既に開校している小中一貫校のこれまでの実践等を追跡調査

し、学力向上等にどのような成果が出てきているのかを広く保護者・地域に発信する

ことにも努めてほしいと思います。「スクールカウンセラー、スクールソーシャルワ

ーカーの活用」では、年間 1,000 件以上のカウンセリングを丁寧に行われていること

は評価できます。今後、緊急性のあるものは、順番の入れ替えや県及び関係機関との

連携など弾力的な運用を行って頂きたいと思います。「放課後子ども教室や児童クラ

ブ等との連携」では、子どもの安全・安心な居場所づくりの取組は評価できます。今

後、関係各課との連携や地域も含めた連携を更に充実させ児童や保護者が満足する事

業の充実が求められます。「奨学金制度の実施（制度の調査研究）」は、平成 29 年度

中に返還免除型へと再構築され、募集定員を満たした数値を達成していることは評価

できます。今後も周知の更なる強化とともに調査研究を深められて、飯塚市が学園都

市としての発展に繋げてほしいと思います。「献立検討委員会（毎月開催）による給

食内容の工夫・改善」では、会議で作成された献立の意図を理解してもらうことの周

知が不足しています。学校給食は学校における食育推進を目的とした学校教育の一環

であることの認識を広く保護者や教職員等に周知していく必要があります。 
 

社会教育分野について、「いいづか市民マナビネットワーク事業の実施」では、学

級生募集の周知が図られ、年々学級生数が増加している成果は評価できます。学級数

も増加傾向であるので、多様化、専門化していく学習要求にこたえ、今後も互いに教

え合い、学び合う交流のあるコミュニティの形成に努めてほしいと思います。「社会

教育行政に係る審議会等の開催」では、全体的に審議会が何を求めて進むべきか指針

がもてないところがあるように見受けられます。事務局においては、委員が主体的に

参画できるよう現状や課題、諮問を明確に伝えることが必要と思います。「ブックス

タートの実施」では、例年 9 割を超える配布の成果は評価できますが、未実施者につ

いて、なぜ配布出来なかったのかなどを図書館運営協議会等で検証し、実施率 100％

となるよう取組の工夫に努めてほしいと思います。「飯塚総合文化祭の実施」では、

入場者数は前年度よりも減っているものの目標値を大きく上回る数であり評価でき

ます。課題にある若い世代の参加促進においては、小・中学校や高校・大学、市内企

業との連携を深め、合同事業を開催するなど、市民全員の参加による文化芸術活動の

推進が図られることを期待します。「指定文化財の一般公開」では、地域との連携に

より地元ボランティアの協力も必要と思いますが、野外の指定文化財は、資料で見る

掲載写真と実際に現地で見られた文化財が、整備状況によって違うものと思われない

よう、今後も継続した環境整備と資料館の機能充実を図ってほしいと思います。 
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３ 取組み施策別評価結果 

 

  ※「№」は「事務事業に係る点検・評価一覧表」のシート№ 

※「事業等」は「事務事業に係る点検・評価一覧表」の取組施策等 

※「所管課」は事業等を行った担当部署 

※「意見等」はヒアリングにおける評価者 2 名の意見等 

※「評 価」・・・・Ａ(達成している)  Ｂ(概ね達成している) 

                Ｃ(課題がある)    Ｄ(事業見直しが必要) 

 

 

 

 

 

（（１１））学学 校校 教教 育育  

  

☆小中一貫教育の推進 

中学校区を単位として義務教育 9 年間を見通した小中一貫教育を推進するため、一貫

性と連続性のある学習指導や生徒指導を行うとともに、地域と連携しながら特色ある教

育活動を展開します。 

№ 事業等 所管課 意見等 評 価 

1 
小中一貫教育推進のた

めの研修会の充実 
学校教育課 

研修会では校区毎の小中一貫教

育 9 年間の活動ﾌﾟﾗﾝの作成や、既

に開校している小中一貫校の実践

発表を研修の場としている。また、

他中学校区の取組み成果を自校の

取組み改善に活かすなど、研修会

を通して小中一貫教育に対する見

識を深めるとともに、教職員の意

識改善に繋げられており、更に研

修会への参加人数の目標値を達成

しており評価できる。 

研修の成果としては、参加者の

満足度や充実度などのアンケート

調査も必要と考える。今後、この

研修会で作成した活動ﾌﾟﾗﾝを活か

すためにも、一貫性と連続性のあ

る学習指導や生徒指導が、小中一

貫教育の推進にどのように繋がっ

ていったかを目に見える成果とし

て地域に発信するなど、学校間だ

けの取組みではなく、地域との連

携強化にも努めてほしい。 

 

B 

 

 

 

 

表 

の 

見 

方 
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☆生徒指導の充実 

生徒指導の充実を図るため、いじめ・不登校や問題行動等の未然防止と早期対応
に努めるとともに、児童生徒の社会性や対人関係能力の育成を図るため、関係機関
及び地域との連携を強化します。 

№ 事業等 所管課 意見等 評 価 

2 

スクールカウンセラ

ー、スクールソーシャ

ルワーカーの活用 

学校教育課 

相談件数においては、平成 28 年

度より若干減っているものの、目

標件数を達成している。1 件当たり

の相談時間を 30 分延ばすことに

変更し、より丁寧なカウンセリン

グが行われている。その結果、不

登校者の解消や復帰にも繋げられ

たことは非常に評価できる。目標

値の設定については、この事業が

問題行動の早期解決を図ることを

目的としていることから、不登校

の解消率やいじめの認知率などを

考慮した設定も考えて頂きたい。 

課題として、相談予約が集中し、

スケジュール管理が困難な状況も

あるということだが、緊急性のあ

るものは順番の入れ替えや、県及

び関係機関との連携を図るなど弾

力的な運用を行って頂きたい。 

今後も児童生徒の状況に応じた

相談体制の充実を図り、当該事業

の継続・拡充に努めてほしい。 

 

A 

 
 

☆学社連携の推進 

地域の人材を活用して、積極的に高齢者や地域住民との交流を図るとともに、学社連

携を推進します。 

№ 事業等 所管課 意見等 評 価 

3 
放課後子ども教室や児

童クラブ等との連携 
学校教育課 

子ども達の放課後の空いている

時間を有効活用するため、学校の

学習プログラムにおける体力アッ

プや学習意欲を高める取組等を設

定し、そこに地域人材登録の学習

ボランティアが子ども達への指導

支援を実施されている。各校区で

の合同プログラム実施回数や取組

に関する連絡会議、児童クラブ巡

回訪問など、目標を概ね達成して

おり評価できる。 

今後、全ての子ども達を対象と

した“学びの場の提供”の事業拡

大に向けては、地域住民との交流

を図る取組も積極的に推進し、更

なる地域と行政組織の連携体制の

充実に努めてほしい。 

 

B 
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☆適切な教育機会の確保 

経済的困難を抱える家庭への就学援助、奨学金制度等の負担軽減策を引き続き実施する

ことなどにより、適切な教育機会の確保を図ります。 

№ 事業等 所管課 意見等 評 価 

4 
奨学金制度の実施（制

度の調査研究） 
教育総務課 

返還免除型奨学金制度について

は、市報、ホームページへの掲載

に加え、中学校、高校及び大学等

への訪問による説明など、多くの

対象者に触れるような働きかけに

より周知が図られている。目標値

である奨学金内定人数は、募集定

員を満たした数値を達成してお

り、教育機会の均等を図る上で目

的どおりの成果であると非常に評

価できる。また、この制度は、奨

学資金の貸付を受ける者に対し、

卒業後に市内に居住することで、

その返還額を一定額免除するとし

ており、返還時の経済負担軽減策

がなされ、利用しやすい制度にな

ると同時に、市内における有用な

人材の育成・確保する効果も期待

できる。今後も、周知の更なる強

化とともに、調査研究を深められ

てより良い制度を構築し、飯塚市

が学園都市としての発展に繋げて

頂きたい。 

 

A 

 

☆学校給食の充実 

  学校給食の実施に関する衛生管理の徹底や地産地消の推進等により安全･安心な給食の

提供に努めるとともに、献立内容の工夫･改善や給食指導の充実等により食育を推進します。 

  また、飯塚市学校給食運営基本方針に基づく自校方式給食調理場の整備を進めるととも

に、給食調理業務の民間委託を推進します。 

№ 事業等 所管課 意見等 評 価 

5 

献立検討委員会（毎月

開催）による給食内容

の工夫・改善 

学校給食課 

保護者等からの様々な意見を献

立作成に反映されていることは評

価できる。但し、食育の推進を図

る上では、どのような工夫・改善

がどういった成果を出したのかを

数値として表記して頂きたい。 

例えば保護者・教職員等による

献立評価や、子ども達へのアンケ

ートによる満足度調査、給食残滓

率などを考慮した目標値設定も必

要と思われる。 

児童生徒の心身の健全な発達と

学校における食育の推進のために

は、連続性と継続性による子ども

達への働きかけが必要となる。 

今後も学校給食法に定める基準

を遵守して適切な運営に努めて頂

きたい。 

B 
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（（２２））社社 会会 教教 育育  

  

☆自主的な学習活動の支援 

  学習者が自主的に学習できる機会を提供するとともに、学習効果や学習者同士の繋がり

を地域に活かせるよう支援します。 

№ 事業等 所管課 意見等 評 価 

6 
いいづか市民マナビネ

ットワーク事業の実施 
生涯学習課 

e-マナビ事業の学級生募集パン

フレットの全戸配布や広報誌の発

行及び、ホームページでの配信等

を行い、より多くの方に興味･関心

を持ってもらおうと周知が図られ

ている。年々、開催回数や学級生

数が増加し、目的どおりの成果を

得られていることは大変評価でき

る。所管課としては、何故、学級

数が増えてきたのか、というとこ

ろまで検証し、課題解決に活かす

ためにも、学習者の関心の傾向等

にも留意して頂きたい。 

今後も継続した運営委員会への

支援と、広報活動の充実をさらに

拡充し、互いに教え合い、学び合

う交流のあるコミュニティの形成

に努めてほしい。 

 

A 

 

☆各事業展開の基盤保持 

   社会教育施設・設備の整備を図り、事業内容の工夫や改善等を行うことで、社会教育行

政の発展と促進に努めます。 

№ 事業等 所管課 意見等 評 価 

7 
社会教育行政に係る審

議会等の開催 
生涯学習課 

①社会教育委員の会、②図書館

運営協議会、③公民館運営審議会、

これら三つの審議会を開催し、そ

れぞれが関わる分野での意見具申

を事業の活性化や円滑な運営に反

映するよう努めている。会議開催

回数や出席者数については目標値

を達成しているものの、全体的に

審議会が何を求めて進むべきか指

針がもてないところがあるように

見受けられる。 

委員各自が果たすべき役割を再

認識することが必要であるが、他

市町の審議会委員がどのような意

見や提案、審議をされているのか

視察や情報交換されることも良い

と思う。また、事務局においては、

情報提供は勿論であるが、委員が

主体的に参画できるよう、現状や

課題、諮問を明確に伝えること、

更に市独自の研修会等を開催する

ことも必要と考える。 

 

B 
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☆読書活動の推進 

   本との出合い、読書の楽しさを伝えるため、指定管理者・図書館ボランティアと連携・

協力して読書活動を推進します。 

№ 事業等 所管課 意見等 評 価 

8 ブックスタートの実施 生涯学習課 

平成 20 年 8 月から開始し、現在

では 4 ケ月健診時の「ブックスタ

ート事業」の開催は定着しており、

例年 9 割を超える配布の成果は、

親子の絆の大切さを伝える読書振

興に大きく貢献されており大変評

価できる。 

そこで、何故、実施率が増えて

きたのかを検証して頂きたい。 

また、4 ケ月健診時に配布された

本などは、その後どのように活用

されたかなどの追跡調査も必要と

考える。8 ヶ月健診や 1 歳 6 ヶ月

健診などの際に、その後の本との

接し方などに関してどのような変

化があったかなど、保護者の意見

や感想を求めることも実施してほ

しい。 

更に、ブックスタート実施期間

においては、図書館に乳幼児の本

のコーナーを設置するなど、図書

館との連携も必要と考える。 

この事業で、本の配布が行われ

なかった未実施者については、何

故、配布できなかったのか、また、

未実施者には健診後にどのような

対応を行ったかなど、図書館運営

協議会等で検証、検討し、今後は

是非、実施率 100％となるよう取

組を工夫して頂きたい。 

 

A 
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☆文化の振興 

   飯塚市文化振興マスタープランの基本理念である「個性豊かな新しい文化の創造」の実

現に向けて文化芸術活動の充実を図ります。 

№ 事業等 所管課 意見等 評 価 

9 飯塚総合文化祭の実施 文化課 

文化活動を行う個人や団体等の

発表の場や交流の場となる総合文

化祭は、日頃の練習の成果を披露

できるなど、文化活動の意欲向上

が図られている。また、美術展に

おける顕彰（表彰）等の取組では、

入賞者への表彰や、その結果を新

聞、ホームページに掲載するなど、

出展者にとって励みとなる事業で

あり大変評価できる。 

入場者延べ人数については、目

標値を大きく上回っており評価で

きるが、今後は入場者へのアンケ

ートの実施、文化祭の満足度など

の調査も必要と考える。 

若い世代の参加促進において

は、小・中学校や大学、市内企業

との連携を深め、合同事業の開催

など、市民全員の参加による文化

芸術活動の推進が図られることを

期待する。 

A 

 

☆文化財保護思想の普及啓発 

   歴史と伝統に培われた貴重な文化資源を永く後世に伝えるため、文化財保護活動の充実

や情報提供等、文化財に対する理解を深める施策を推進します。 

№ 事業等 所管課 意見等 評 価 

10 指定文化財の一般公開 文化課 

子ども達が自分の住んでいるま

ちの文化財の理解に繋がるよう学

校では定期的な見学も行われるな

ど、生涯学習の場としても活用さ

れていることは大変評価できる。 

目標値設定については、屋内に

展示している施設であれば入館者

数などを目標とできるが、野外の

常時見学が可能な文化財に対して

は、見学者数などの数値の把握が

難しいと思われる。 

そこで、文化財に関する市民の

声を募集するなど、市民の要望等

を根拠にした取組を目標値とする

ことも検討して頂きたい。また、

野外の指定文化財は、資料に掲載

している写真で見た場合と、実際

に現地で見た場合とでは、整備状

況によって違うものと思われない

よう、今後も継続した環境整備と

資料館の機能充実を図ってほし

い。 

B 

 



- 14 - 

事務事業に係る点検・評価シート一覧表（平成２９年度実施） 

 

 

 

区 分 シート№ 取組み施策等 

学 

 

校 

 

教 

 

 育 

１ 小中一貫教育推進のための研修会の充実 

２ スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの活用 

３ 放課後子ども教室や児童クラブ等との連携 

４ 奨学金制度の実施（制度の調査研究） 

５ 献立検討委員会（毎月開催）による給食内容の工夫・改善 

社 

 

会 

 

教 

 

育 

６ いいづか市民マナビネットワーク事業の実施 

７ 社会教育行政に係る審議会等の開催 

８ ブックスタートの実施 

９ 飯塚総合文化祭の実施 

１０ 指定文化財の一般公開 
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飯塚市教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況についての点検及び評価 

点検及び評価シート                           №  1   

対象年度 ２９年度 所管課名 学校教育課 

１ 区 分 学校教育 

２ 主 要 施 策 

〖１．小中一貫教育の推進〗 

中学校区を単位として義務教育 9 年間を見通した小中一貫教育

を推進するため、一貫性と連続性のある学習指導や生徒指導を行

うとともに、地域と連携しながら特色ある教育活動を展開します。 

３ 

取 

組 

・ 

事 

業 

の 

内 

容 

(1)事 業 等 名 小中一貫教育推進のための研修会の充実 

(2)事業等の内容 

本市の教育課題の解決のため、中学校区を単位とした小中一貫

教育を行い、9 年間を見通した教育活動を地域と連携しながら進め

ていく。そこで、各中学校区の特色を生かした小中一貫教育の推

進を支援する施策を講じ、本市における小中一貫教育の普及発展

に資することを目的としている。 

(3)事業等の目標値 
・小中一貫教育コーディネーター研修会の開催 年 2 回へ参加す

る教員数 30 校×2 回＝延べ６０人 

４ 取組状況・成果・目

標値との対比など 

【取組み状況】 

全 30校を対象とした小中一貫コーディネーター研修会を年 2回

開催した。第一回研修会では、小中一貫教育 9 年間の活動プラン

を校区毎に作成させた。第二回の研修会では、他地区の分離型一

貫校と施設一体型一貫校からそれぞれ講師を招き、他地区の小中

一貫校の取組についての研修を行った。また、平成 29 年度開校の

小中一貫校幸袋校の発表会に研修を兼ねて各小中学校の教員の参

加を促した。これらの取組みを通して、小中一貫教育に対する見

識を深めるとともに、各校区の小中一貫教育の更なる推進充実を

図った。 

 

【成果】 

校区ごとの特色のある小中一貫教育の取組みが行われるように

なった。 

 

【目標値との対比】 

コーディネーター研修会へ参加した教員数 

      目標値 60 人 実績数 60 人 目標値に対して 100％ 

５ 取組・事業の課題、

今後の方向性など 

【課題】 

各中学校区について、施設分離型、施設隣接型、施設一体型と

環境面等一貫教育に違いがあるため、その違いを踏まえた上で、

中学校校区ごとの効果的な校区部会の在り方を構築していく必要

がある。 

 

【今後の方向性】 

平成 30年度から施設一体型の小中一貫校(4校)がすべて開校し、

その体制が整ったことにより、それぞれの形態に応じた小中一貫

教育を推進していかなければならない。 
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飯塚市教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況についての点検及び評価 

点検及び評価シート                           №  2   

対象年度 ２９年度 所管課名 学校教育課 

１ 区 分 学校教育 

２ 主 要 施 策 

〖６．生徒指導の充実〗 

生徒指導の充実を図るため、いじめ･不登校や問題行動等の未然

防止と早期対応に努めるとともに、児童生徒の社会性や対人関係

能力の育成を図るため、関係機関及び地域との連携を強化します。 

３ 

取 

組 

・ 

事 

業 

の 

内 

容 

(1)事 業 等 名 スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの活用 

(2)事業等の内容 

児童・生徒が抱える悩み、不安等をカウンセリングにより和ら

げるとともに、教師・保護者等への指導、助言を行うことにより、

問題行動の未然防止や早期発見・早期解決を図ることを目的とし

ている。 

平成 29 年度は、スクールカウンセラー(SC)５名、スクールソー

シャルワーカー(SSW)１名の計６名で、市立小学校 20 校、市立中

学校 10 校の対応を行っている。 

(3)事業等の目標値 カウンセラー等の相談件数 延べ 1,000 回 

４ 取組状況・成果・目

標値との対比など 

【取組み状況】 

児童・生徒が抱える悩み、不安等を SC がカウンセリングを行う

ことで和らげるとともに、保護者等への指導、助言も行うことが

できた。 

また、関係機関（病院・サポートセンター・児童相談所等）と

連携が必要な事案については、SSW が学校と連携しながら関係機

関に繋ぐことができた。 

平成 29 年度は、SC が 934 回、SSW が 109 回の合計 1043 回相

談を受けており、児童・生徒・保護者・教師の悩みや不安等の解

消・緩和に役立っている。 

 

【成果】 

H28年度まで1件当たりの相談時間を１時間としていたが、H29

年度は 1 時間半に変更し、より丁寧にカウンセリングを行うこと

ができ、その結果、不登校者の解消や復帰につながった。 

 

【目標値との対比】 

年間延べ 1,000 回の相談対応を目標にし、H29 実績は 1,043 回

（104.3％）で目標回数を達成することができた。 

 

５ 取組・事業の課題、

今後の方向性など 

【課題】 

時期的に相談が集中し、カウンセリングの予約が入りにくい状

況となり、円滑なスケジュール管理が行えないことがあった。 

 

【今後の方向性】 

相談利用の多い期間は、相談時間数を増やす等、弾力的な運用

を行い、より充実した相談体制が組めるよう、スケジュール管理

を計画的に行っていきたい。 
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飯塚市教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況についての点検及び評価 

点検及び評価シート                           №  3   

対象年度 ２９年度 所管課名 学校教育課 

１ 区 分 学校教育 

２ 主 要 施 策 

〖１６．学社連携の推進〗 

地域の人材を活用して、積極的に高齢者や地域住民との交流を

図るとともに、学社連携を推進します。 

３ 

取 

組 

・ 

事 

業 

の 

内 

容 

(1)事 業 等 名 放課後子ども教室や児童クラブとの連携 

(2)事業等の内容 

A 放課後子ども教室： 

すべての児童を対象として、放課後や週末等に地域の方々の参

画を得て、学習やスポーツ・文化芸術活動等の機会を提供する。 
 

B 児童クラブ： 

共働きで留守家庭等の小学生に対して放課後等に適切な遊びや

生活の場を与えて、その健全な育成を図る。 

「子どもの安心・安全な居場所づくり」と「児童が多様な体験・

活動を行う」を推進するため、小学校、A、B が職員間で情報交換

を行い、児童の情報共有することや、放課後子ども教室、児童ク

ラブの合同プログラムの実施により連携を図る。 

また、児童クラブ担当の指導主事が児童クラブの巡回訪問を実

施し、児童クラブの運営や連携についての支援を行なう。 

 

(3)事業等の目標値 

・児童クラブ巡回訪問による運営等の支援 20 児童クラブ 

・市内全児童クラブと小学校の連絡会議 20 児童クラブ      

・放課後子ども教室、児童クラブの合同プログラム実施 20 児童クラブ 

４ 取組状況・成果・目

標値との対比など 

【取組み状況】 

① 児童クラブ巡回訪問等による実態調査（児童クラブと学校の連

携強化等のため） 

② 小学校と児童クラブの連絡会議 

③ 放課後子ども教室と児童クラブが連携した合同プログラムの

実施 

 

【成果】 

平成29年度から児童クラブの所管課が教育委員会（学校教育課）

へ移管され、すべての所管が教育委員会となり、各職員間の連携

に対する意識の向上につながり、放課後子ども教室（生涯学習課）

と児童クラブ、校区の小学校の職員間の距離が近く、連携、協力

が図りやすい環境となった。このことにより、日常的・定期的に

児童の情報交換ができ、一人一人の児童の状況を共有し、きめ細

やかな対応が可能となった。 
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【目標値との対比】 

・児童クラブ巡回訪問による運営等の支援 

  目標 20 ヶ所 実績 20 ヶ所（100％） 

・市内全児童クラブ 20 カ所と小学校の連絡会議  

目標 20 ヶ所 実績 19 ヶ所（95％） 

・放課後子ども教室、児童クラブの合同プログラム実施  

             目標 20 ヶ所 実績 20 ヶ所（100％） 

 

５ 取組・事業の課題、

今後の方向性など 

【課題】 

平成29年度から児童クラブの所管課が教育委員会（学校教育課）

へ移管され、小学校、放課後子ども教室、児童クラブの情報提供・

情報共有は行われているが、連携について小学校区間で温度差が

見受けられる。 

小学校、児童クラブ、放課後子ども教室間の連携のための時間

調整が難しい。 

 

【今後の方向性】 

校区ごとに学校、児童クラブ、放課後子ども教室の関係者等で、

活動内容や協力体制、課題についての協議を定期的におこない、

児童が放課後を安全・安心に過ごし、多様な体験・活動を行うこ

とができるように事業を推進する。 
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飯塚市教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況についての点検及び評価 

点検及び評価シート                           №  4   

対象年度 ２９年度 所管課名 教育総務課 

１ 区 分 学校教育 

２ 主 要 施 策 

〖１３．適切な教育機会の確保〗 

経済的困難を抱える家庭への就学援助、奨学金制度等の負担軽

減策を引き続き実施することなどにより、適切な教育機会の確保

を図ります。 

３ 

取 

組 

・ 

事 

業 

の 

内 

容 

(1)事 業 等 名 奨学金制度の実施（制度の調査研究） 

(2)事業等の内容 

等しく教育を受ける機会を与えることによって有用な人材を育

成することを目的に、経済的理由により修学することが困難な者

に対して、修学上必要な学資金を貸し付ける。 

また、より利用しやすい制度を設計するために調査研究を行う。 

(3)事業等の目標値 
返還免除型奨学金内定人数 

 高校区分１０人、大学区分１８人 

４ 取組状況・成果・目

標値との対比など 

【取組み状況】 

○貸与型奨学金制度 

５月に在学募集を行い、平成２９年度奨学生として２人を追

加決定した。 

○返還免除型奨学金制度 

従来の貸与型奨学金制度から、返還時に一定の要件を満たし

た者に対して一定金額を免除する返還免除型奨学金制度へ再構

築を行った。（平成 29 年 9 月改正） 

返還免除型奨学金制度について、市報掲載、ホームページ掲

載及び関係学校への訪問にて周知を行った。 

返還免除型奨学金制度での予約募集を１２月１日から１月１

５日にかけて実施し、平成３０年度奨学生内定者を決定した。 

 

【成果】 

 返還免除（一定条件あり）としたことでより利用しやすい奨学

金制度となり、申請人数が増加した。 

○貸与型奨学金制度 

予約募集（平成 28 年 12 月募集） 

在学募集（平成 29 年 5 月募集） 

申請人数：高校区分２人、大学区分４人 

決定人数：高校区分２人、大学区分２人 

○返還免除型奨学金制度 

 予約募集（平成 29 年 12 月 1 日～平成 30 年 1 月 15 日募集） 

申請人数：高校区分２３人、大学区分２２人 

内定人数：高校区分１０人、大学区分１８人 
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【目標値との対比】 

目標値である募集定員数を満たしている 

 （目標達成 100％） 

５ 取組・事業の課題、

今後の方向性など 

【課題】 

返還免除型奨学金制度について引き続き周知を行う必要があ

る。 

また、滞納整理は奨学生との連絡を密にし、連帯保証人への連

絡及び請求も行い、訴訟手続きも含めたうえで、滞納解消にあた

る。 

 

【今後の方向性】 

 本市の奨学金制度がより利用しやすい制度となるように、本市

以外の奨学金制度について調査研究していく。 
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飯塚市教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況についての点検及び評価 

点検及び評価シート                           №  5   

対象年度 ２９年度 所管課名 学校給食課 

１ 区 分 学校教育 

２ 主 要 施 策 

〖８．学校給食の充実〗 

 学校給食の実施に関する衛生管理の徹底や地産地消の推進等に

より安全・安心な給食の提供に努めるとともに、献立内容の工夫・

改善や給食指導の充実等により食育を推進します。 

 また、飯塚市学校給食運営基本方針に基づく自校方式給食調理

場の整備を進めるとともに、給食調理業務の民間委託を推進しま

す。 

３ 

取 

組 

・ 

事 

業 

の 

内 

容 

(1)事 業 等 名 献立検討委員会（毎月開催）による給食内容の工夫・改善 

(2)事業等の内容 

学校給食として提供する献立について、栄養教諭、保護者

代表、教職員代表、調理職員代表の出席により、翌月分の献

立内容や栄養価、提供の目的等を検討する会議を実施してい

るもの。  

〔会議の年間開催回数〕  

 毎月 1 回×11 月（8 月は開催なし）  

(3)事業等の目標値 献立検討委員会開催：年間 11 回 

４ 取組状況・成果・目

標値との対比など 

【取組み状況】 

保護者、教職員をはじめとする各関係者出席のもと、毎月 1 回

会議を開催し、給食内容の工夫・改善を図った。 
 

【成果】 

献立内容やその栄養価、提供の目的等を会議で説明することに

よって、会議出席の保護者等に栄養教諭が作成した献立の意図を

理解してもらうことが出来た。 

また、前月に実施した献立や翌月に実施する献立について、保

護者等から献立の組み合わせや味付けの評価等の意見をもらい、

以降の献立作成に反映することが出来た。このことにより、給食

残滓率の減少にも資することが出来た。 

・給食残滓率 平成 28 年度 4.00% 

       平成 29 年度 3.49% 

【目標値との対比】 

計画通り、年間 11 回会議を開催した。（目標達成率 100％） 

５ 取組・事業の課題、

今後の方向性など 

【課題】 

 献立作成においては、各栄養素の摂取基準を満たし、食育推進

に資する献立とする必要があるが、作成した献立の意図の保護

者・教職員等への周知が不足している。 

【今後の方向性】 

 献立検討委員会で出された意見を取り入れ、食品の組み合わせ

や調理方法等の工夫・改善を行うとともに、給食献立の意図につ

いて積極的に保護者等に周知する。 
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飯塚市教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況についての点検及び評価 

点検及び評価シート                           №  6   

対象年度 ２９年度 所管課名 生涯学習課 

１ 区 分 社会教育 

２ 主 要 施 策 

〖３．自主的な学習活動の支援〗 

学習者が自主的に学習できる機会を提供するとともに、学習効果

や学習者同士 の繋がりを地域に活かせるよう支援します。 

３ 

取 

組 

・ 

事 

業 

の 

内 

容 

(1)事 業 等 名 いいづか市民マナビネットワーク事業 

(2)事業等の内容 

「いつでも、どこでも、だれでも学べる」「1 回、2 時間、350 円

で学べる」をキャッチフレーズに、運営委員会で事業運営してい

るため市のコストは人件費のみである。「知っている人が知らない

人に教える」という原始的な学びに着目し、ボランティアで教え

ていただく有志指導者を認定したうえで、指導内容を学びたい人

が 5 人以上になった段階で学級を開設するものである。学級は 4

回を 1 セットとし、継続する意思のある学級生が 5 人以上いた場

合に継続可としている。 

(3)事業等の目標値 学級数／学級生数→60 学級／12,000 人 

４ 取組状況・成果・目

標値との対比など 

【取組み状況】 

学級生が、集団でコミュニケーションをとりながら学習するこ

とで、学習効果を高めながら仲間づくりや交流が進み、互いに教

え合い、学び合う交流のあるコミュニティの形成が図られている。 

 

【成果】 

広報委員会発行の e-マナビ通信や、指導者・学級生募集パンフ

レットの全戸配布などによる事業周知、ホームページに教室の紹

介の動画をアップしたことにより、学級数も増加している。 

 

【目標値との対比】 

 学級生数目標達成率 121.84％（実績：14,621 名／目標 12,000 名） 

※平成 29 年度実績  学級数 65 学級 学習回数 1,650 回 

  27 年度  28 年度  29 年度 

自主学級数 33 44 55 

公募学級数 13 17 10 

有志指導者数 48 54 59 

学級開催数 1,120 1,492 1,650 

学習者数 10,918 13,387 14,621 
 

５ 取組・事業の課題、

今後の方向性など 

【課題】 

より充実した事業広報のために、広報委員会の委員拡充や、運営

委員会を主体とした事業活動を展開していくべきだと思慮する。 

 

【今後の方向性】 

運営委員会による事業展開と、広報委員会による広報活動の充実

をさらに拡充するために、会議などによる積極的な調整を図る必

要がある。 
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飯塚市教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況についての点検及び評価 

点検及び評価シート                           №  7   

対象年度 ２９年度 所管課名 生涯学習課 

１ 区 分 社会教育 

２ 主 要 施 策 

〖５．各事業展開の基盤保持〗 

社会教育施設・設備の整備を図り、事業内容の工夫や改善等を

行うことで、社会教育行政の発展と促進に努めます。 

３ 

取 

組 

・ 

事 

業 

の 

内 

容 

(1)事 業 等 名 社会教育行政に係る審議会等の開催 

(2)事業等の内容 

社会教育においては 3 つの附属機関（審議会）を開催し、それ

ぞれが関わる分野での意見具申をいただき、事業の活性化や円滑

な運営に反映させている。 

社会教育行政全般については 

①社会教育委員の会（年 3回開催）、 

②図書館行政全般に関しては図書館運営協議会（年 3回開催）、 

③公民館の運営に関しては公民館運営審議会（各地区年 2回） 

において審議されている。 

(3)事業等の目標値 

①社会教育委員の会：会議開催回数 3回・会議出席者数 30名 

          社会教育委員関連研修会参加人数 40名 

②図書館運営協議会：協議会開催数 3回・会議出席者数 30名 

③公民館運営審議会：審議会開催数 26回・会議出席者数 218名 

（1中央公、12地区公×原則 2回） 

４ 取組状況・成果・目

標値との対比など 

【取組み状況】 

①可能な限り全委員が出席できるよう早期に日程調整に努めた。 

また、知見を広めてもらうため、様々な社会教育及び社会教育関

連の研修会を周知し参加促進に努めた。 
 

②早期に日程調整を行うとともに、予定回数を確実に開催できる

ように着手した。 
 

③館長の諮問に応じ、公民館における各種事業の企画実施につい

て調査審議を行うため、中央公民館を含めた 12地区公民館におい

て、年 2回の審議会を開催する。 
 

【成果】 

①出席者数 27 名。研修参加については周知を行ったが 22 名の参

加にとどまった。 
 

②開催回数 3回（達成率 100％）出席者数 24／30（達成率 80％） 
 

③開催回数 25回（達成率 96％）出席者数 175／210（達成率 83％） 
 

【目標値との対比】 

①出席者数達成率 90％、研修参加人数達成率 55% 

②協議会開催数達成率 100％・出席者達成率 80％ 

③審議会開催数達成率 96％・出席者達成率 83％ 
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５ 取組・事業の課題、

今後の方向性など 

【課題】 

①社会教育委員の果たす役割をより明確化し再認識してもらうと

ともに、研修会等への参加による情報収集を促すことにより会議

でのより活発な意見具申ができるよう図る。 
 

②社会教育における図書館が占める役割の重要性を鑑み、可能な

限り多くの情報を委員へ提供し協議会の活性化を図る。 
 

③平成 30年度より、12地区公民館は交流センター化に移行された

ため、各 12交流センターにおいて実施の生涯学習や公民館事業の

推進と事業進捗の把握。 
 

【今後の方向性】 

①委員の自主的な学習会や研修会の開催も視野に入れ、各委員へ

の情報提供をより密なものとする。 
 

②会議内容及び協議事項を前例主義とせず、現状での課題等を積

極的に審議ができるよう情報提供し活性化を図る。 
 

③中央公民館において飯塚市公民館運営審議会として実施。 

12 交流センターにおいては新たに交流センター運営審議会を設立

し事業等の審議を行うが、従来通り公民館事業、生涯学習事業は

継続して行い、審議を行う。 

また、飯塚市公民館運営審議会においても、12 地区の事業も含

めた市全体の事業の審議を行っていく。 
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飯塚市教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況についての点検及び評価 

点検及び評価シート                           №  8   

対象年度 ２９年度 所管課名 生涯学習課 

１ 区 分 社会教育 

２ 主 要 施 策 

〖７．読書活動の推進〗 

本との出会い、読書の楽しさを伝えるため、指定管理者・図書館

ボランティアと連携・協力して読書活動を推進します。 

３ 

取 

組 

・ 

事 

業 

の 

内 

容 

(1)事 業 等 名 ブックスタート事業 

(2)事業等の内容 

平成 20 年 8 月からスタートした事業であり、図書館職員と図書

館ボランティアが協働して、4ヵ月健診時に 4ヵ月児と保護者を対

象に「絵本を通して親子が触れ合う時間の大切さ」を説明し、児

童が絵本を開く楽しさと、保護者が絵本を介して児童と接する事

を健診会場で体験してもらうと共に、「家庭での親子の過ごし方」

を提案し、絵本の配布を実施する事業である。 

(3)事業等の目標値 ブックスタート実施率 100％ 

４ 取組状況・成果・目

標値との対比など 

【取組状況】                           

これまで、市報掲載はもとよりチラシ配布やポスター掲示、各

種会合での呼びかけや勧誘等々、様々な形で時間と労力を惜しま

ず努力を続けました。その結果として市民の認知度が上がり、毎

年登録ボランティア数は増加し、ブックスタートに参加していた

だいています。参加ボランティア間の相互理解と関連部署、スタ

ッフとの極めて良好なコミュニケーションがこの事業を支えてい

る。 

 

【成果】 

ブックスタート事業では毎年、実施率 96％以上を維持しており、

順調に推移しています。人口約 13 万人の都市としては非常に高い

実施率である。飯塚市の実施内容はブックスタート本来の目的を

充分に満たすものであり、NPO 法人ブックスタートからも高く評

価されている。 

 

【目標値との対比】 

参加目標達成率 98.3％（実績：1,125 名／目標 1,145 名） 

ブックスタート実施数(庄内・穂波２会場) 

   27 年度 28 年度 29 年度 

実施回数   24 回   24 回   24 回 

予定者数   1,130 名  1,141 名    1,145 名 

実施者数   1,103 名  1,102 名   1,125 名 

実施率   97.6％   96.6％     98.3％ 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ参加数 延 17 名 延 13 名 延 12 名 
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５ 取組・事業の課題、

今後の方向性など 

【課 題】 

・ブックスタート活動の周知について 

・ボランティア募集と継続 

・フォローアップの充実 

・事業の評価方法 

 

【今後の方向性】 

現在の高い実施率を維持しながら、末永く継続していきたい。そ

のためには、今以上より工夫を凝らしながら、ブックスタートの

充実を図っていく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 27 - 

飯塚市教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況についての点検及び評価 

点検及び評価シート                           №  9   

対象年度 ２９年度 所管課名 文化課 

１ 区 分 社会教育 

２ 主 要 施 策 

〖８．文化の振興〗 

飯塚市文化振興マスタープランの基本理念である「個性豊かな

新しい文化の創造」の実現に向けて文化芸術活動の充実を図りま

す。 

３ 

取 

組 

・ 

事 

業 

の 

内 

容 

(1)事 業 等 名 飯塚総合文化祭の実施 

(2)事業等の内容 

コスモスコモン・コミュニティセンター及び筑穂、穂波、庄内、

頴田公民館等を会場として文化祭を開催する。日頃の文化・芸術

活動の成果を展示・発表して、広く市民に公開する。その中の事

業の一つとして筑豊地区の方を対象に作品を公募し、飯塚市美術

展（書道・絵画・写真・彫塑工芸部門）を実施する。 

(3)事業等の目標値 
文化祭入場者数 15,000 人を目指す（前年度実績 20,649 人） 

飯塚市美術展の出展数 130 件を目指す（前年度実績 129 件） 

４ 取組状況・成果・目

標値との対比など 

【取組み状況】 

飯塚総合文化祭の期間 Ｈ29.10.21～Ｈ29.11.12 

飯塚会場：23 日間、その他市内の４会場：各 2 日間で実施 

舞台発表など、1 団体では集客が少ない団体も、同じ分野（日舞や

合唱など）の団体と合同で発表するなどの連携や効率化が図られ

た。 

飯塚市美術展では平成 29年度から朝日新聞社ほか 3つの新聞社に

後援依頼と賞状申請を行い、また、入賞者について従来の報道依

頼に加え、市のホームページにも結果を掲載し紹介を行った。 
 

【成果】 

文化活動を行う団体等の発表の場や、交流、紹介の場となった。

文化祭の場で市民に公開することで日頃の練習の成果を披露で

き、今後の文化活動の意欲向上が図られた。 

【目標値との対比】 

入場者数の目標達成率は 132.19％であった。 

美術展の目標達成率は 98.46％であった。 

５ 取組・事業の課題、

今後の方向性など 

【課題】 

文化祭に参加する団体の構成員や、美術展出展者の高齢化が進

んでいるため、若い世代の参加促進に取り組む必要がある。 

 

【今後の方向性】 

 文化祭への参加者や出展者を増やし、更なる活性化を図るため、

内容の充実と効果的な広報活動に取り組む。 
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飯塚市教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況についての点検及び評価 

点検及び評価シート                           №  10   

対象年度 ２９年度 所管課名 文化課 

１ 区 分 社会教育 

２ 主 要 施 策 

〖９．文化財保護思想の普及啓発〗 

歴史と伝統に培われた貴重な文化資源を永く後世に伝えるた

め、文化財保護活動の充実や情報提供等、文化財に対する理解を

深める施策を推進します。 

３ 

取 

組 

・ 

事 

業 

の 

内 

容 

(1)事 業 等 名 指定文化財の一般公開 

(2)事業等の内容 

野外の有形文化財（建造物・天然記念物など）は見学者に対応

できるよう随時点検を行い、周辺の草刈、伐採、清掃を実施する。 

屋内の有形文化財（考古資料・民俗資料）は歴史資料館において

展示を行い、見学者に対し飯塚市の歴史・民俗等の周知を図る。 

(3)事業等の目標値 環境整備を実施した回数 ７ヶ所 延べ 18 回以上 

４ 取組状況・成果・目

標値との対比など 

【取組み状況】 

鹿毛馬神籠石、大分廃寺塔跡、鎮西村のカツラ、明星寺のボダ

イジュ、山王山古墳、立岩・堀田遺跡、城ノ腰ため池のオニバス

の環境整備（周辺を含む草刈及び清掃）を行った。このほか明星

寺の「虚空蔵まつり」にあわせて縁起・掛軸等の関係資料の展示

を行った。 

 

【成果】 

鹿毛馬神籠石、鎮西村のカツラなどは以前より地元に草刈り等

を依頼し、地域の文化財としての意識が定着していると考えられ

る。また、一般の見学者が訪問しやすい環境ができていると考え

られる。 

 

【目標値との対比】 

環境整備は計画通り実施できた。 

29 年度 7 ヶ所 18 回実施（目標達成率 100％） 

５ 取組・事業の課題、

今後の方向性など 

【課題】 

 現地に職員等が常駐していないため、文化財周辺の環境破壊・

文化財本体の破損とならないような周知方法を検討し、文化財周

辺環境を保持しながら公開する必要がある。 
 

【今後の方向性】 

 野外の指定文化財の案内板、解説板を整備し、既存のものにつ

いては、必要に応じ改修等を実施する。 
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参考資料                                            

１ 平成 29年度 教育委員会会議付議議案等一覧 

（１）教育委員会会議付議案件 

件   名 提出日 

教育長職務代理者の指名 H29.4.3 

臨時代理の承認(平成 29年度教職員の人事異動等) H29.4.3 

臨時代理の承認(平成 29年度事務局職員の人事異動等) H29.4.3 

平成 29年度飯塚市教育施策要綱 H29.4.12 

飯塚市立小中一貫校長の任命 H29.4.12 

平成 29年度飯塚市教育施策要綱(継続審議) H29.5.17 

飯塚市立小・中学校空調設備設置計画の策定 H29.5.17 

飯塚市学校運営協議会委員の任命 H29.5.17 

飯塚市学校運営協議会委員の任命 H29.5.17 

飯塚市社会教育委員の委嘱 H29.5.17 

飯塚市図書館運営協議会委員の任命 H29.5.17 

臨時代理の承認(平成 29年度教育費に係る補正予算要求) H29.6.16 

飯塚市学校運営協議会委員の任命 H29.6.16 

飯塚市公民館運営審議会委員の委嘱 H29.6.16 

飯塚市立学校特認校制度実施要綱の一部を改正する告示 H29.7.18 

飯塚市給食審議会委員の委嘱又は任命 H29.7.18 

飯塚市図書館運営協議会委員の任命 H29.7.18 

飯塚市児童・生徒就学援助規則の一部を改正する規則 H29.8.23 

平成 30年度から使用する小学校教科用図書の採択 H29.8.23 

飯塚市公民館条例の一部を改正する条例 H29.8.23 

指定管理者の指定(飯塚市立図書館) H29.8.23 

臨時代理の承認(平成 29年度教育費に係る補正予算要求) H29.9.22 

飯塚市学校給食センター条例を廃止する条例 H29.10.24 

蓮台寺小学校及び潤野小学校の統合並びに鎮西中学校の名称及び位置の変更並びに

穂波東中学校の位置の変更 
H29.10.24 

飯塚市立小学校設置条例及び飯塚市立中学校設置条例の一部を改正する条例 H29.10.24 

平成 29年度教育費に係る補正予算要求 H29.11.15 

飯塚市教育委員会事業評価結果(平成 28年度分) H29.11.15 

飯塚市いじめ・不登校問題連絡協議会委員の委嘱又は任命 H29.11.15 

飯塚市立学校通学区域審議会委員の委嘱又は任命 H29.11.15 

飯塚市給食運営審議会臨時委員の委嘱又は任命 H29.11.15 

臨時代理の承認(平成 29年度教育費に係る補正予算要求) H29.12.21 

臨時代理の承認(飯塚市教育職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例) H29.12.21 

飯塚市教育委員会公印規則の一部を改正する規則 H30.1.23 

飯塚市立学校の通学区域に関する規則の一部を改正する規則 H30.1.23 

飯塚市立学校管理規則の一部を改正する規則 H30.1.23 

飯塚市学校給食センター条例施行規則を廃止する規則 H30.1.23 
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飯塚市給食条例施行規則の一部を改正する規則 H30.1.23 

飯塚市公民館条例施行規則の一部を改正する規則 H30.1.23 

平成 30年度教育費に係る当初予算要求 H30.2.20 

飯塚市文化振興基本条例等の一部を改正する条例 H30.2.20 

臨時代理の承認(平成 29年度教育費に係る補正予算要求) H30.3.22 

飯塚市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則 H30.3.22 

飯塚市教育委員会職員の職の設置に関する規則の一部を改正する規則 H30.3.22 

飯塚市教育長に対する事務委任規則の一部を改正する規則 H30.3.22 

飯塚市教育委員会事務決済規程の一部を改正する訓令 H30.3.22 

飯塚市教育委員会公印規則の一部を改正する規則 H30.3.22 

飯塚市文化振興審議会規則の制定 H30.3.22 

飯塚市文化会館条例施行規則の制定 H30.3.22 

旧伊藤伝右衛門邸条例施行規則の制定 H30.3.22 

飯塚市学校運営協議会委員の任命 H30.3.22 

教育財産の用途廃止(鎮西公民館) H30.3.22 

教育財産の所管替え(地区公民館) H30.3.22 

平成 30年度教職員の人事異動等 H30.3.23 

 

 

 

（２）教育委員会会議報告案件 

件   名 提出日 

平成 29年第 1回飯塚市議会定例会の結果報告について H29.4.12 

平成 29年度飯塚市「学校開放日」、運動会・体育会及び修学旅行の日程等について H29.4.12 

目尾地区スクールバスの運行開始について H29.4.12 

小中一貫校等建設工事の進捗状況について H29.4.12 

鎮西中学校区小中一貫教育校開校に伴う校章に関する報告書について H29.4.12 

歴史資料館来館者 50万人到達及び伊藤伝右衛門の別府旧別邸石灯篭の寄贈について H29.4.12 

平成 29年度飯塚市中学生海外研修事業について H29.5.17 

大規模改造工事に係る契約の締結について H29.6.16 

飯塚市奨学資金貸付審議会委員の委嘱(補助執行事務)について H29.6.16 

サニーベール市中高生来飯について H29.6.16 

小中一貫校等建設工事の進捗状況について H29.6.16 

平成 29年度中学生海外研修事業の実施について H29.6.16 

第 36回飯塚新人音楽コンクールについて H29.6.16 

平成 29年第 3回飯塚市議会定例会の結果報告について H29.7.18 

平成 29年度学校開放日の結果報告について H29.7.18 

平成 29年度飯塚市奨学資金貸付審議会に係る諮問及び答申(補助執行事務)について H29.7.18 

飯塚市児童センター等運営委員会委員の委嘱及び任命について H29.7.18 

小中一貫校等建設工事の進捗状況について H29.7.18 

第 38回飯塚市少年の船事業について H29.7.18 
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夏休み調理体験教室の開催結果について H29.8.23 

小中一貫校等建設工事の進捗状況について H29.8.23 

第 38回飯塚市少年の船事業本研修の実施報告について H29.8.23 

飯塚市立図書館の指定管理者に係る指定候補者の答申について H29.8.23 

平成 29年度中学生海外研修事業について H29.9.22 

平成 29年度第 4回飯塚市議会定例会の結果報告について H29.10.24 

飯塚市児童センター及び児童館条例の一部を改正する条例(補助執行事務)について H29.10.24 

飯塚市奨学資金貸付基金に係る関係規定の一部改正(補助執行事務)について H29.10.24 

小中一貫校等建設工事の進捗状況について H29.10.24 

サイエンスモール in飯塚 2017の中止及びその後の対応について H29.10.24 

鎮西中学校区小中一貫教育校開校に伴う校歌に関する報告書について H29.11.15 

公用車による交通事故について H29.11.15 

平成 29年度学校開放日の結果報告について H29.12.21 

学力向上フォーラムの開催について H29.12.21 

小中一貫校等建設工事の進捗状況について H29.12.21 

飯塚市立小中一貫校穂波東校・穂波東児童館落成式の開催結果について H29.12.21 

飯塚市学校給食体験イベントの開催について H29.12.21 

平成 29年第 5回飯塚市議会定例会の結果報告について H30.1.23 

飯塚市児童センター及び児童館条例の一部を改正する条例(補助執行事務)について H30.1.23 

小中一貫校等建設工事の進捗状況について H30.1.23 

平成 29年度飯塚市成人式の実施報告について H30.1.23 

飯塚市営駐車場条例の一部を改正する条例の制定(補助執行事務)について H30.1.23 

飯塚市新体育館建設基本計画について H30.1.23 

心身障がい児(生)の就学等について H30.2.20 

飯塚市学校給食体験イベントの開催結果について H30.2.20 

学校給食調理等業務の受託候補者特定について H30.2.20 

小中一貫校等建設工事の進捗状況について H30.2.20 

鎮西中学校区小中一貫校開校に伴うスクールバス運行について H30.2.20 

平成 30年度からの中学校外国語指導委託業者の決定について H30.3.22 

飯塚市立小中一貫校飯塚鎮西校・鎮西交流センター・飯塚鎮西児童センター落成式の

開催結果について 

H30.3.22 

福岡音楽大学設立の会からの要望について H30.3.22 
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経緯 

 

飯塚市文化会館は平成 4年に開館して以来、これまで本市の文化芸術の活動拠点と

して本市の文化芸術活動の推進に大いに寄与してきました。現在では文化振興事業の

ほか、成人式や教育機関の入学式の会場等として利用されるなど多様な活用も行われ、

本市の公共施設の中心的な役割を担っています。特にホールは音響性能に優れており、

演奏家や聴衆からも高い評価を得ている施設です。 

一方、本施設は開館から 27 年が経過し、建物自体の経年劣化に加え、舞台機構で

も機能劣化による故障のリスクが近年高まってきています。平成 26 年度に舞台音響

設備や照明設備については、今後の利用形態を考えアナログ仕様からデジタル化へ機

能更新を図ったところですが、その他設備についても大半が耐用年数を迎え更新時期

が迫っている状況です。 

さらに、本施設のホール等には吊り天井が使用されていますが、この吊り天井につ

いては平成 23年の東日本大震災以降その危険性が指摘されています。 

このため、今後も本施設が末永く市民に親しまれ、安心、快適に利用され続ける施

設であるよう、機能維持を主たる目的とした改修を行い、引き続き本市の文化芸術の

活動拠点としての機能を維持していくため本計画を策定するものです。 

 

 

第１章 飯塚市文化会館の現状 

 

１ 概要 

 名称   飯塚市文化会館(愛称 飯塚コスモスコモン) 

設置目的 市民文化の向上と市民福祉の増進 

所在地  飯塚市飯塚 14番 66号 

開館   平成 4年 1月 11日 

 敷地面積 28,710㎡ 

 延床面積 17,455㎡ 

 構造   鉄筋コンクリート造 地上 4階 地下 1階建 

  

 会館 大ホール  1,100㎡ 1,504席 

    中ホール   450㎡   582席 

    展示ホール  450㎡   312席(椅子のみ使用の場合) 

    リハーサル室 125㎡ 

  練習室     59㎡ 

    会議室    第 1会議室 37㎡  第 2会議室 70㎡ 

特別会議室 37㎡ 

 和室      28㎡ 
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 広場   1,808㎡ 

 駐車場  147台収容(障がい者用 2台含む) 

 

 指定管理者 平成 29年 4月 1日から 5年間 

       公益財団法人 飯塚市教育文化振興事業団 

 

２ 建設事業費 

       本体部分のみ 61億 2,944万円 

       周辺整備   17億 1,456万円 

合計     78億 4,400万円 

 

３ 文化会館の位置づけと役割 

 （１）位置づけ 

飯塚市文化会館条例では「市民文化の向上と市民福祉の増進を図る」施設と

して位置づけられており、本市の文化振興を図るうえで中心的な役割を担って

います。 

 

 （２）役割 

    本市の文化芸術の活動拠点として本市の文化行政の中核をなす飯塚市文化

会館は、「飯塚コスモスコモン」の愛称で市民に広く親しまれています。また、

優れた音響性能を備え、飯塚新人音楽コンクールや飯塚総合文化祭等の文化振

興事業には欠かせない施設となっています。このほか成人式、市内の学校等の

行事、部落解放研究集会「人権フェスティバル」や交通安全県民運動飯塚地区

住民大会等多用途に利用されています。 

また、大ホール、中ホール、展示ホール 3つのホールを有した同等規模の施

設が近隣にはないため、筑豊地区の代表的なホールとして他自治体からの利用

も多く、県のほぼ中心に位置する利点もあり県主催の事業等にも幅広く利用さ

れ、そのニーズに応えています。 

 

４ 文化会館の現状と課題 

 （１）現状と課題 

    本施設は開館以降、本市の文化芸術の活動拠点として安定して利用者を獲得

しています。利用予約は 1年前から受け付けることができ、月初めの受付開始

時に利用希望が重複した場合は抽選を行うなど、利用者にとって公平、公正な

施設運営を行っています。 

一方、利用に際し不備のないよう施設設備の定期的な点検を実施しています

が、開館後 27 年を経過しているため老朽化による突発的な機器不良などが起

こる恐れもあります。円滑で安全な会館運営を妨げないよう、施設設備等の更
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新・改修が喫緊の課題です。 

また、平成 23 年の東日本大震災の際に体育館等の天井が脱落し大きな被害

が発生したこと等から、会館の天井には脱落を防止するため法令基準に対応し

た安全性の確保が求められます。 

 

（２）利用状況 

当施設の各室ごとの利用者数と稼働率は下表のとおりです。 

 

表 1                  （上段 単位：人 ／ 下段 単位：％） 

区分 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

大ホール 
86,223 92,257 105,026 115,911 100,826 

47.2 47.2 50.6 54.2 56.3 

中ホール 
50,781 46,468 56,754 61,297 60,694 

52.8 42.8 54.9 59.0 59.0 

展示ホール 
48,784 43,740 38,876 42,001 35,722 

71.5 70.9 75.5 72.5 68.6 

リハーサル室等 

（広場含む） 

50,561 44,451 42,260 45,302 40,176 

37.7 38.8 42.6 42.6 41.9 

合計 
236,349 226,916 242,916 264,511 237,418 

44.0 43.5 47.9 48.4 47.7 

※平成 26年度は音響・調光設備等改修のため一部休館 

※平成 28年度は、開館 25周年記念事業実施による利用者増 

 ※稼働率は「利用日数／利用可能日数」ではなく、「利用コマ数／利用可能コマ数」

で算出(一日の利用区分を午前、午後、夕方の３コマに分け予約受付しているため） 
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第２章 「第 2次公共施設等のあり方に関する基本方針」（飯塚市公共施設等総合管理計画） 

 

１ 本市では、公共施設のあり方について厳しい財政環境が続く中で、人口減少等に

よる利用需要の変化等を踏まえ、早急に全体の状況を把握し、長期的視点に立って、

将来の市民の負債とならないような公共施設等の維持管理、適正配置を行うため

「第 2次公共施設等のあり方に関する基本方針」(飯塚市公共施設等総合管理計画）

(以下総合管理計画という)(平成 28 年 1 月)を策定しました。本市全体を見渡した

中で総合的な視点をもって効率的・効果的な運営・維持管理を行うため、公共施設

等の運営・維持管理の見直しを行う 10の基本方針を定めています。 

  

  「第 2次公共施設等のあり方に関する基本方針」の 10の基本方針 

（1）市民参画による公共施設等の見直しを推進します。 

  （2）公共施設等の総量の最適化を推進します。 

  （3）公共施設等の効率的で効果的な配置を推進します。 

  （4）公共施設等の運営の最適化を推進します。 

  （5）公共施設等の長寿命化を推進します。 

  （6）公共施設等の耐震化を推進します。 

  （7）公共施設等の適正な維持管理を行います。 

  （8）広域的な連携を推進します。 

  （9）民間活力および、市民との協働により有効利活用を推進します。 

  （10）PFI・PPP等の活用を推進します。 

 

２ 公共施設等利用状況調査 

  この総合管理計画の策定にあたり、平成 27 年 6 月に市民を対象に実施した公共

施設等利用状況調査によれば、本施設は「優先的に保持していくべきだと考える公

共施設等」として図書館に次ぐ高い数値を示しています。 

 

  ■優先的に保持していくべきだと考える公共施設等（複数回答可） 

 優先的に保持していくべきだと考える施設について聞いたところ、「図書館」1,226 人

（64.0％）、「文化会館（コスモスコモン）」1,189 人（62.1％）に、6 割を超える回答が

ありました。また、「保健・福祉施設」779 人（40.7％）や「子育て支援施設」が 653 人

（34.1％）、「体育館・武道場」618人（32.3％）への回答も多くなっています。 
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３ 「飯塚市公共施設等のあり方に関する第 3次実施計画」における今後の方向性 

  上記の総合管理計画に基づき策定された第3次実施計画(平成29年7月）の中で、

本施設は今後も維持していく施設とされています。 

 

 

第３章 改修に関する基本的な考え方 

 

１ 目的 

開館から 27 年が経過し老朽化した施設設備を適切に管理し、開館当初から有す

る本施設の機能を維持し、建物の寿命とされる残りの 33 年間においても安全で快

適な施設として市民の利用に供するため改修工事及び吊り天井耐震工事を実施し

ます。 

鉄筋コンクリート造の建物の耐用年数は、財務省令による減価償却資産の耐用年

数表によれば 50 年とされていますが、本市の総合管理計画の中で、公共施設等の

建築物については、建替及び改修の標準的な耐用年数(日本建築学会「建築物の耐

久計画に関する考え方」)とされる 60年を採用することとしているため、本計画に

おいても施設を 60年間活用することとします。 
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２ 基本的な視点 

  今回の改修は本施設機能の現状維持を基本とします。法改正や環境問題への配慮

など、社会の動向にあわせて施設機能に求められる必須条件は満たしつつも、必要

経費を最小限に抑え、最も効果的な改修を目指します。また、本市の文化芸術の活

動拠点であり、筑豊地区内でも同規模の施設がないため大規模集客イベントや県の

事業に利用されるなど、市内外からの需要に応えています。このように、本施設が

本市のみならず近隣地域を代表する文化芸術の活動拠点となっている点を鑑み、改

修等に伴う本地域の文化活動の停滞を避けるため、大・中ホールの改修時期を考慮

し、できる限り全館休館となる期間が最小限となるよう工期の検討においては特段

の配慮を行います。 

  なお、改修に際しては、下記の 5項目を基本的な視点として取り組みます。 

 

（１）安全性 

本施設は、不特定多数の方々が文化芸術の鑑賞等のために利用する施設であ

り、また、「飯塚市地域防災計画」の中では指定避難所として位置付けられ、

収容人員は 3,840人と計画され、市内ではオートレース場に次ぐ規模の避難所

となっています。近年では熊本地震や九州北部豪雨、西日本豪雨など災害が相

次ぎ、本市においても大災害を想定した避難所の整備が急がれることから、本

施設の改修においては安全性の確保を最も重要な視点に位置づけ、多くの方々

に安心して利用いただける安全な施設設備を備えるための改修を行います。 

特に、平成 23 年 3 月に発生した東日本大震災では、文化施設や体育施設な

どの天井が脱落し人的被害も発生しており、天井脱落対策のため建築基準法に

基づく天井脱落対策の規制強化が図られています。本施設の大ホール、ホワイ

エ、中ホール、エントランス部分の吊り天井については、既存建物に対する法

的義務ではないものの、国が定める基準では天井脱落対策が必要とされる特定

天井に該当しており、今後建築確認申請を要する改修工事が必要となった場合

には既存不適格建物とみなされ改修が困難となることも考えられます。このた

め、東日本大震災を踏まえ制定された天井の耐震基準(既存建築物は未制定)な

ど、災害等に伴い改正された法令基準に合致した整備を行います。 

※特定天井 

吊り天井であって、人が日常立ち入る場所に設けられており、高さが 6ｍ

を超える天井の部分で､その面積が 200 ㎡を超えるものを含み､かつ天井面

構成部材の質量が 2kg/㎡を超えるもの(国土交通省告示第 771号第 2)。 

 

（２）劣化改修 

  劣化改修とは、供用開始以来 27 年経過したことにより、劣化した施設等の

機能水準を開館当時の機能水準まで回復させる改修を言いますが、劣化改修を

実施することで、今後も文化芸術の活動拠点としての機能を維持し、安全で安
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定した施設サービスを提供することができます。本施設は利用者から料金を受

領する貸館運営を行う施設であることから、破損・故障等が発生した場合に対

処する「事後保全」ではなく、利用者が安心して利用できるよう貸館業務に支

障をきたす恐れのあるものについては「予防保全」の立場に立って施設設備等

の適切な維持管理に努めます。 

 

（３）利便性 

    本施設は、ホールの規模や県の中央に位置する好立地等により、幅広い年代

の方々に利用されています。引き続き子どもから高齢の方まであらゆる世代の

方々や障がいのある方にも利用しやすい施設とするため、施設設備の更新の際

にはバリアフリー、ユニバーサルデザイン等に配慮した整備に努めます。 

 

（４）経済性 

   省エネや節水に取り組むとともに、限られた財源を効率的・効果的に活用し、

ライフサイクルコストの適正化等に配慮して長期的なビジョンに基づいた計

画的な維持補修・改修に取り組みます。 

 

（５）文化施設機能性 

    文化芸術の活動拠点としての機能を維持します。 

     今後も本市の文化芸術の活動拠点として、継続的かつ安定的にサービスを供

給するため、舞台設備(舞台機構・音響・照明)についても施設・設備等の機能

維持を図ります。 

 

３ 箇所ごとの改修実施項目 

  平成 29 年度に策定した本施設の長期保全計画の中から、本施設の現状と課題、

利用状況及び改修に関する基本的な考え方を踏まえ、下記のとおり施設の箇所ごと

の主な改修実施項目を抽出しました。 

 

表 2 

改修箇所 基本的な視点 主な改修実施項目 

大ホール 安全性 天井耐震性強化 

劣化改修 床仕上げの更新 

照明器具の更新 

配線器具の更新 

経済性 照明ＬＥＤ化 

文化施設機能性 

 

舞台機構の更新 

可動壁の更新 

ホワイエ 安全性 天井耐震性強化 
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経済性 照明ＬＥＤ化 

中ホール 安全性 天井耐震性強化 

劣化改修 床仕上げの更新 

照明器具の更新 

配線器具の更新 

経済性 照明ＬＥＤ化 

文化施設機能向上 舞台機構の更新 

エントランス 安全性 天井耐震性強化 

経済性 照明ＬＥＤ化 

展示ホール 劣化改修 展示パネルの補修 

リハーサル室・練習室 経済性 照明ＬＥＤ化 

各会議室 経済性 照明ＬＥＤ化 

文化会館機能性 内壁の防音改修 

休憩室 劣化改修 雨漏り改善 

広場・外構 安全性 タイル剥落等の補修 

駐車場 利便性 車止め位置の補修 

共通・共用部 安全性 外壁の補修 

劣化改修 

 

屋根防水の更新 

給水管配水管更新 

北の門玄関ガラスフィルム補修 

直流電源装置更新 

電話設備の更新 

誘導灯設備更新 

非常灯設備更新 

自動火災報知設備更新 

空調設備(吸収式冷温水機)の更

新 

換気設備更新 

屋内上水設備更新 

経済性 照明のＬＥＤ化 

利便性 衛生機器の改修 

 

４ 検討項目 

下記項目については、本施設の機能を維持していく中で、必須項目ではないもの

の、今後の施設利用者に配慮した改修等の有無について検討を行います。 

 

ａ 駐車場の利用のしやすさ(区画線の拡大) 

ｂ コミュニティバス等の停留所の整備・確保 
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ｃ 休憩スペースの再生 

  ｄ 芝生広場の有効利用 

 

 

第４章 今後の進め方 

 

１ 改修案の方向性 

  本施設の改修は、大きな財政負担を伴いますが、今後 33 年間安定した施設活用

に供することを目的とするものであり、費用対効果を見据え、効率的に実施する必

要があります。 

  また、本施設は新耐震基準に則り法定の耐震安全性は確保されていますが、地域

防災計画上、指定避難所として位置づけられている施設であるため、改正後の新耐

震基準を満たすべく、安全性の確保のための天井耐震性強化を優先して改修案を策

定します。なお、この改修にはホール等の利用停止を伴うため、工期をあわせて実

施するほうが効率的であると判断される他の改修項目についても、同時期に実施す

ることとします。 

 

２ 改修のスケジュール 

（１）改修計画期間 

改修が必要な施設設備の改修については、2019年度以降の 5年間を集中期間

として実施します。その後 2051 年度までの期間は、今後の施設運営の中で適

切な改修・更新項目や時期等を見極めながら、現況に即して改修を行います。 

 

（２）改修計画の具体的なスケジュール 

下記スケジュールで今後改修を進めていくものとし、特に天井耐震改修につ

いては人命にかかわる重要項目であるため、改修の中心的な項目として、他の

改修箇所に優先して計画します。天井耐震改修工事に要する期間及び工程につ

いては実施設計業務において詳細に検討を行います。その際、その他の改修項

目について天井改修と同時に行うものと別途行うものに分け、改修計画期間の

適切な時期に割り振り効率的に実施します(表 4を参照）。 

①実施設計 

 ・初年度～2年目  特定天井耐震改修工事実施設計業務 

 ・初年度      文化会館修繕・保全改修工事(5年間分)実施設計業務 

②主な改修工事 

 ・初年度      パッケージエアコン改修工事 

・3年目～4年目   大ホール・ホワイエ特定天井耐震改修工事 

大ホール関係改修工事 

・3年目～4年目   中ホール・エントランス特定天井耐震改修工事 
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中ホール関係改修工事 

・4年目(約 7か月)  全館休館による館内共通工事 

 

表 3 文化会館 改修スケジュール(5年間) 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

修繕・天井実施設計（16カ月）

全館休館（7ヵ月）

大ホール利用受付制限開始

工事準備 大ホール休館（本工事13ヵ月）

中ホール利用受付制限開始

工事準備 中ホール休館（本工事11ヵ月）

改修工事① 改修工事② 改修工事③
（緊急性のあるもの） （休館に合わせて行うもの） （外構等）

4年目 5年目

実施設計

共通工事

大ホール

中ホール

各所工事

区分 初年度 2年目 3年目

 

 

３ 協議すべき事項 

（１）指定管理者との協議 

    公益財団法人飯塚市教育文化振興事業団は、現在飯塚市文化会館の指定管理

者となっています。ホール改修に伴う利用停止期間の取り扱いや市民への周知

方法、周知する時期、代替施設の紹介、改修工事中(ホール使用停止中)の指定

管理者としての業務内容等協議します。 

 

（２）文化団体との協議 

飯塚文化連盟は本市の文化活動の中心を担う団体であり、改修工事中の文化

活動や、飯塚新人音楽コンクール、飯塚総合文化祭の実施方法等について協議

します。 
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第５章 改修に必要な事業費見込み 

 

１ 概算工事費用 

 改修計画における工事費用の概算を下表に示します。 

 

表 4                             （単位：千円） 

区分 

改修計画期間 

計 
初年度 2年目 3年目 4年目 5年目 

事

業

費 

天井工事   547,987   547,987 

実施設計 59,446     59,446 

小計 59,446  547,987   607,433 

改修工事 45,784 221,325 1,415,638 10,606 32,544 1,725,897 

実施設計 33,501     33,501 

小計 79,285 221,325 1,415,638 10,606 32,544 1,759,398 

合計 138,731 221,325 1,963,625 10,606 32,544 2,366,831 

 

２ 財源の確保 

  天井の耐震性強化改修や各所改修工事においては、関係各課と協議しながら各種

補助事業や地方債等の活用を模索し、財源の確保に努めます。 

 



４常任委員会共通資料 

平成 30 年 12 月 17・18 日提出 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年７月豪雨による被害状況等報告 
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１．災害被害状況

平成30年11月30日現在

人

人

人

人

棟

棟

棟

棟

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

戸

箇所

＊11/30現在　住家・非住家被害は、り災台帳に基づく数値

区　　分

人的被害

死者

行方不明

被　　害　　数 特　　記　　事　　項

負傷者
重 傷 2 ハイツ入口国道陥没による負傷者

軽 傷 3 幸袋地区：2　頴田地区：1

住家被害

全壊

半壊 190
幸袋地区：64　二瀬地区：13　頴田地区：108
筑穂地区：4　穂波地区：1

一部破損 1 穂波地区：1

床上浸水 棟 264
幸袋地区：170　鯰田地区：1　二瀬地区：48

飯塚片島地区：4

穂波地区：6　頴田地区：34　庄内地区：1

床下浸水 棟 317
幸袋地区：169　鯰田地区：20　二瀬地区：78　

菰田地区：1　飯塚東地区：1

穂波地区：18　頴田地区：29　筑穂地区：1

非住家

公共建物 2 頴田支所・環境センター

その他
（店舗・事業所）

棟 217
幸袋地区：105　二瀬地区：54　

鎮西地区：1　飯塚片島地区：5　立岩地区：1

穂波地区：6　頴田地区：40　筑穂地区：5

道路

損壊 箇所 25 鎮西地区：7 二瀬地区：2 筑穂地区：4　
庄内地区：8 頴田地区：4

埋没

冠水 箇所 50
幸袋地区：4　鯰田地区：3　二瀬地区：3　飯塚東地区：2　

鎮西地区：1　立岩地区：1　菰田地区：1

穂波地区：15　筑穂地区：7　庄内地区：3　頴田地区：10

法面崩壊等 箇所 41 飯塚東地区：2 幸袋地区：2 鎮西地区：18 二瀬地区：6
筑穂地区：9　庄内地区：2　頴田地区：2

橋りょう
流失

損壊

河川

溢水 箇所 6 庄司川、建花寺川、庄内川、鹿毛馬川、山口川、畑川

決壊

施設・設備損壊 箇所 33 鎮西地区：8　二瀬地区：2　幸袋地区：2 飯塚・片島地区：2
穂波地区：1　筑穂地区：14　頴田地区：3　庄内地区：1

内水氾濫 5 幸袋地区、頴田地区、二瀬地区、鯰田地区、穂波地区

護岸崩壊 箇所

土砂災害

がけ崩れ 30 鎮西地区：1　筑穂地区：21　穂波地区：6　庄内地区：2

土石流

地すべり 8 鎮西地区：3　筑穂地区：2　庄内地区：3

断水

農林業施設 488
飯塚地区：110　穂波地区：51　筑穂地区：291
庄内地区：27　　頴田地区：9

災害対策本部
7時20分

17時00分

平成30年7月6日

平成30年7月27日

平成30年7月5日

設置

解散
別紙　行動記録 参照

災害救助法適用 平成30年7月13日内閣府報道発表

 １



２．浸水等自治会別被害状況

平成30年11月30日現在　

全壊 半壊
その他
(浸水)

世帯 人 世帯 人 世帯 人 世帯 人 世帯 人 世帯 人 件 件 件

005 徳前第１ 3 3

203 片島若宮町 1 1

206 片島勝盛町 5 4 6 1

026 鶴三緒 1 1 2

033 川島 1 1

036 下三緒 1 1 2

109 鯰田簀子町 4 1 1 3 6

110 鯰田新町 16 16 44

114 鯰田上町 1 1 2

201 西川津 16 7 17 9

202 東川津 75 5 18 12 29 23 51 35

207 西横田 67 8 11 30 36 26 46 3

208 南横田 2 1 3 1

209 東横田 17 4 12 7 20 6

211 中央区 16 2 5 14 22

121 目尾中央 1 1

123 勝負谷 7 4 14 2 4 1

124 柳　橋 64 12 20 19 52 10 30 23

126 津　島 25 5 8 5 8 12 28 3

131 中　一 53 9 15 16 35 15 40 13

132 中　三 11 4 6 6 9 1

133 大谷町 8 3 3 5 13

134 栄町３丁目 5 1 1 4 6

135 日の出町 110 16 33 32 59 43 120 19

136 栄町２丁目 43 3 3 18 31 12 26 10

138 栄町１丁目 9 8 17 1 4

139 幸袋本町 12 5 9 3 6 4

140 三軒家 158 15 26 53 108 60 138 30

141 幸袋新町 2 2 2

237 八木山 1 1

303 堀池 3 3 8

305 忠隈一区 1 1 1

313 南尾 1 1 1

327 天道 7 3 8 4

328 楽市 1 1 2

337 舎利蔵 1 1 2

339 椿 1 1 1

355 秋松西 17 6 6 9 13 2

402 大分 1 1 3

422 長尾東団地 1 1

428 山口 1 1

430 下揚 4 2 5 1 1

433 上揚 2 2 7

433 弥山 1 1

531 筒野 1 1 1

601 上勢田東 43 28 51 3 7 3 3 9

602 上勢田西 49 31 70 5 15 6 14 7

603 下勢田 25 4 11 14 23 4 8 3

604 北勢田 10 1 1 2 2 7

605 大畑 69 44 55 10 22 7 7 8

617 東佐與 5 1 1 2 2 2

618 西佐與 3 3

620 口原 1 1 1

620 六反畑 1 1

635 石丸団地３ 5 5 5

735 77 140 223 435 269 632 166

32 1 2 1 1 6 6 18 33 6

10 4 12 1 3 2 3

1 1 1

211 108 188 34 69 29 41 40

989 190 342 1 1 264 511 317 709 2 215

　　＊11/30現在　り災台帳に基づく数値（人数は見込み数含む）

合計

筑穂

庄内

頴田

旧飯塚地区小計

旧筑穂地区小計

鎮西

穂波

旧頴田地区小計

旧庄内地区小計

幸袋

床下浸水

旧穂波地区小計

自治会名

調
査
件
数

飯塚東

鯰田

二瀬

菰田

立岩

店舗・事業所

家屋全壊 家屋半壊 一部破損 床上浸水

片島

その他被害地区 番号

民間家屋

飯塚

  ２



３.平成30年7月豪雨災害による被害総額

平成30年11月30日　現在

1．公共施設被害総額 円
平成30年7月6日専決予算･･･13款災害復旧費

農業施設等 403 件
林業施設 47 件

道路橋りょう 144 件
河川 49 件

都市施設 1 件
住宅施設 2 件
公立学校 2 件

その他 9 件
合計 657 件

2．農林関係被害額 円
農機具被害額･･･福岡県による被害補助金申請（農林振興課）

円 23件
農産物被害額･･･福岡県等の被害算定基礎資料等により
　　　　　　　 飯塚市被害面積を乗じた被害額算出。

円

水稲 12.6ha
大豆 15.4ha
その他園芸畜産等 307 a

　　　　※農業共済より条件はあるものの補償金有

林業関係被害額は、現在のところ不明

3．商工関係被害額 円
商工観光課からの情報提供
飯塚市把握分 円
商工会議所把握分 被害件数 円
商工会把握分 90事業所 円
　※融資制度、補助金制度有。

4．その他被害額 円
平成30年7月6日専決予算･･･6款農林水産業費

平成30年7月6日専決予算･･･8款土木費

円

※13款以外の被害を受けた崖地等復旧

6 件

※個人住宅の被害額については、把握困難のため未計上

被害総額 24億3579万1000 円

1,882,459,000

153,476,000

94,106,615

59,368,528

286,250,000

35,000,000

40,450,000

210,800,000

113,606,000

113,606,000

 ３



４．警報発令状況一覧

7月7日

避難準備・
高齢者等避難開始 避難勧告 避難指示 解除

飯 塚 片 島 6:45 15:15 16:20 12:30

菰 田 6:45 15:15 16:20 12:30

立 岩 6:45 15:15 16:20 12:30

飯 塚 東 6:45 15:15 17:50 12:30

鯰 田 6:45 15:15 16:20 12:30

二 瀬 6:45 8:40 17:50 12:30

幸 袋 6:45 15:15 16:20 12:30

鎮 西 6:45 8:40 15:40 12:30

穂 波 6:45 15:15 15:40 12:30

筑 穂 6:45 8:40 15:40 12:30

庄 内 6:45 8:40 15:40 12:30

頴 田 6:45 11:05 16:20 16:50

発令（１番目）
発令（２番目）
発令（３番目）

7月6日

地区

 ４



５．災害避難者報告

５日 １０日 １１日 １２日 １９日 ２４日

18:05 7:00 8:50 10:00 11:30 12:15 13:30 14:00 15:30 16:00 17:00 18:00 19:30 21:00 22:00 23:00 6:00 8:00 9:30 10:30 11:30 13:00 14:30 15:00 16:00 16:30 20:00 22:00 11:30 20:00 12:00 20:30 8:30 17:00 8:30 8:30 12:30 8:30 14:00 15:30 10:00 18:10

コミュニティセンター 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 50 50 50 62 62 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

飯塚片島交流センター 0 2 5 12 12 11 9 11 13 13 13 13 13 13 83 83 43 20 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

片島小学校 0 0 12 12 12 12 12 12 12 17 35 49 49 49 67 67 30 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

菰田交流センター 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 72 72 84 79 79 55 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

立岩交流センター 0 0 1 3 3 3 0 0 3 3 11 11 61 61 61 61 2 0 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

飯塚東交流センター 0 0 0 0 0 2 2 3 3 3 6 9 9 9 39 39 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

鯰田交流センター 0 0 0 1 2 2 2 2 2 4 4 35 35 35 54 54 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

二瀬交流センター 0 1 11 13 14 14 11 11 13 13 14 30 30 30 36 36 26 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

九州工業大学 0 0 0 0 0 0 21 21 21 21 21 21 321 321 321 321 100 10 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

幸袋交流センター 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 28 28 18 16 6 6 3 2 4 4 4 4 6 8 9 6 11 13 13 13 11 5 3 0 0 0 0 0

幸袋小中一貫校 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188 188 224 224 15 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

旧潤野児童センター 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

旧蓮台寺児童センター 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

農楽園八木山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

鎮西交流センター 0 0 0 0 6 6 7 7 8 8 11 17 17 38 36 36 32 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

鎮西小中一貫校 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

飯塚市役所本庁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 25 6 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

飯塚小学校 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

飯塚第一体育館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

飯塚オートレース場 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 19 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

菰田小学校 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

立岩小学校 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 58 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

飯塚東小学校 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小計 0 3 29 41 49 50 64 67 75 86 182 311 880 966 1254 1250 415 86 25 13 10 8 5 5 5 4 6 8 9 6 11 13 13 13 11 5 3 0 0 0 0 0

穂波交流センター 2 4 6 6 14 14 14 14 14 14 14 14 14 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

穂波庁舎　保健センター 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 243 251 251 89 39 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

忠隈住民センター 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19 19 19 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

穂波福祉総合センター 0 0 0 25 34 31 31 25 26 26 55 55 77 198 170 170 114 59 26 26 14 11 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

穂波B＆G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 33 33 33 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小計 2 4 6 32 48 45 45 39 40 40 69 69 375 532 473 311 170 78 26 26 14 11 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

筑穂交流センター 0 0 0 3 6 6 6 6 9 11 11 11 11 11 129 129 84 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

筑穂支所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

筑穂体育館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小計 0 0 0 3 6 6 6 6 9 11 11 11 11 11 129 129 84 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

庄内交流センター 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 21 21 35 30 30 29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

庄内保健福祉総合センター 0 0 0 5 5 5 0 0 4 4 4 4 50 62 59 59 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

庄内体育館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小計 0 0 0 5 5 5 0 0 4 5 15 25 71 125 117 117 70 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

頴田交流センター 0 0 0 0 7 50 50 50 64 64 64 64 109 109 130 130 150 96 96 85 85 85 85 80 80 80 21 16 9 9 10 11 9 7 7 7 7 6 5 4 2 0

頴田小中一貫校 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小計 0 0 0 0 7 50 50 50 64 64 64 64 109 109 130 130 150 96 96 85 85 85 85 80 80 80 21 16 9 9 10 11 9 7 7 7 7 6 5 4 2 0

2 7 35 81 115 156 165 162 192 206 341 480 1446 1743 2103 1937 889 288 147 124 109 104 101 91 85 84 27 24 18 15 21 24 22 20 18 12 10 6 5 4 2 0

頴田

合計

１３日 １５日

飯
塚

穂
波

筑
穂

庄
内

（人）

６日 ７日 ８日 ９日
緊急指定避難所

 ５



６ 

 

６．行動記録 

 

平成 30年 7月 5日（木）  

12：20  大雨警報、洪水注意報発表 

21：30  災害警戒準備室（第１配備）設置 

 

平成 30年 7月 6日（金） 

5：40  洪水警報発表 

6：30  災害警戒本部設置（第２－Ａ配備）設置 

6：35  土砂災害警戒情報発表 

6：45  避難準備・高齢者等避難開始発令（市内全域） 

     避難所開設（市内１７施設） 

7：20  災害対策本部（第３配備）設置 

8：10  第 1回災害対策本部会議 

8：40  避難勧告発令（鎮西・二瀬・筑穂・庄内地区） 

     避難所追加開設（４施設） 

10：40  第 2回災害対策本部会議  

11：05  避難勧告発令（頴田地区） 

14：00   第 3回災害対策本部会議 

14：40  災害対策本部（第４配備）設置 

15：15  避難勧告発令（市内全域） 

15：40  避難指示発令（鎮西・筑穂・庄内・穂波地区） 

15：40  避難所追加開設（１施設） 

15：50  遠賀川上流部氾濫注意報（警戒情報）発表 

16：15  市長メッセージ放送（１回目） 

16：20  避難指示発令（飯塚片島・菰田・立岩・鯰田・幸袋・頴田地区） 

16：30   第 4回災害対策本部会議 

17：10  福岡県に大雨特別警報発表 

17：45  市長メッセージ放送（２回目） 

17：50  避難指示発令（市内全域） 

18：36  避難所追加開設（１４施設） 

19：15   第 5回災害対策本部会議 

19：43  自衛隊へ災害派遣要請 

22：23  自衛隊災害派遣による救出完了 

23：10  遠賀川上流部氾濫注意報（警戒情報）解除 

 

 

平成 30年 7月 7日（土） 

5：14   洪水警報解除 洪水注意報発表 （大雨特別警報継続） 

6：00  第 6回災害対策本部会議 

7：55  土砂災害警戒情報解除 

8：10  大雨特別警報解除 洪水注意報解除 大雨注意報発表 

11：00  第 7回災害対策本部会議 

12：30  避難指示解除（頴田地区を除く） 

16：00  第 8回災害対策本部会議 

16：50  避難指示解除（市内全域）  

 

 



７ 

平成 30年 7月 8日（日） 

8：30  第 9回災害対策本部会議 

18：00  第 10回災害対策本部会議（第４配備を解除、第３配備へ移行） 

20：56  大雨注意報解除 

 

 

平成 30年 7月 9日（月） 

10：00  飯塚市災害ボランティアセンターを設置 

13：30  第 11回災害対策本部会議（第３配備解除、本部は継続して設置） 

 

平成 30年 7月 10日（火） 

8：30  被災者総合相談窓口を設置 

 

平成 30年 7月 13日（金） 

13：00  第 12回災害対策本部会議 

 

平成 30年 7月 19日（木） 

8：30  飯塚市義援金受付開始 

 

平成 30年 7月 20日（金） 

8：30  平成 30年 7月豪雨による災害義援金募金箱設置（本庁・４支所・１２交流センター） 

17：00  飯塚市災害ボランティアセンターを閉鎖（以降飯塚市社会福祉協議会で対応） 

17：15  被災者総合相談窓口を閉鎖（以降各所管課で対応） 

 

平成 30年 7月 27日（金） 

13：00  平成 30年 7月豪雨の検証会 

17：00  災害対策本部解散（復旧等一部事務継続） 

 

平成 30年 7月 29日（日） 

8：30  災害見舞金支給開始 

 

 

 

 

 



７．降雨量及び水位等調べ

（平成30年7月5日～平成30年7月7日）

最高水位

9時 0.0 mm 0.0 mm 0.20 ｍ

10時 1.0 mm 1.0 mm 0.35 ｍ

11時 1.0 mm 2.0 mm 0.44 ｍ

12時 8.0 mm 10.0 mm 0.38 ｍ

13時 20.0 mm 30.0 mm 0.82 ｍ

14時 10.0 mm 40.0 mm 1.42 ｍ

15時 11.0 mm 51.0 mm 1.67 ｍ

16時 2.0 mm 53.0 mm 2.04 ｍ

17時 4.0 mm 57.0 mm 2.33 ｍ

18時 20.0 mm 77.0 mm 2.64 ｍ

19時 11.0 mm 88.0 mm 3.22 ｍ

20時 12.0 mm 100.0 mm 3.39 ｍ

21時 10.0 mm 110.0 mm 3.26 ｍ

22時 4.0 mm 114.0 mm 3.04 ｍ

23時 1.0 mm 115.0 mm 2.74 ｍ

24時 0.0 mm 115.0 mm 2.39 ｍ

1時 0.0 mm 115.0 mm 1.99 ｍ

2時 0.0 mm 115.0 mm 1.55 ｍ

3時 3.0 mm 118.0 mm 1.24 ｍ

4時 17.0 mm 135.0 mm 1.22 ｍ

5時 20.0 mm 155.0 mm 1.70 ｍ

6時 27.0 mm 182.0 mm 2.42 ｍ

7時 32.0 mm 214.0 mm 3.43 ｍ

8時 34.0 mm 248.0 mm 4.24 ｍ

9時 12.0 mm 260.0 mm 4.51 ｍ

10時 18.0 mm 278.0 mm 4.41 ｍ

11時 6.0 mm 284.0 mm 4.32 ｍ

12時 5.0 mm 289.0 mm 4.05 ｍ

13時 2.0 mm 291.0 mm 3.74 ｍ

14時 35.0 mm 326.0 mm 3.73 ｍ

15時 35.0 mm 361.0 mm 4.91 ｍ

16時 18.0 mm 379.0 mm 5.62 ｍ

17時 33.0 mm 412.0 mm 5.85 ｍ

18時 19.0 mm 431.0 mm 6.09 ｍ 6.16ｍ（18；40）

19時 9.0 mm 440.0 mm 6.11 ｍ

20時 4.0 mm 444.0 mm 5.85 ｍ

21時 2.0 mm 446.0 mm 5.46 ｍ

22時 1.0 mm 447.0 mm 5.01 ｍ

23時 1.0 mm 448.0 mm 4.55 ｍ

24時 2.0 mm 450.0 mm 4.19 ｍ

1時 0.0 mm 450.0 mm 3.81 ｍ

2時 1.0 mm 451.0 mm 3.47 ｍ

3時 0.0 mm 451.0 mm 3.15 ｍ

4時 0.0 mm 451.0 mm 2.85 ｍ

5時 0.0 mm 451.0 mm 2.54 ｍ

6時 0.0 mm 451.0 mm 2.26 ｍ

7時 0.0 mm 451.0 mm 1.98 ｍ

8時 0.0 mm 451.0 mm 1.69 ｍ

：はん濫危険水位（5.40ｍ）超過

備考
水位（川島）

6日

7日

5日

14：00～15：00
35mm

日時
飯塚支部局
（立岩）

振り始めからの
累計雨量（立岩）

水位（遠賀川河川事務所川島水位観測所）

 ８



８．被災者救済制度執行状況

平成30年11月30日現在

お問い合わせ
内線番号

件数 金額・数量等

環境対策課 705件 361,640ℓ

環境対策課 ― 1,391.31ｔ

社会・障がい者福祉課 515件 15,400千円

社会・障がい者福祉課 515件 12,170千円

社会・障がい者福祉課 6件 7,950千円

社会・障がい者福祉課 2件 5,500千円

62件 3,205,800円

46件 2,008,660円

（国民健康保険）
74件

未集計

（後期高齢者医療保険）

129件
未集計

高齢介護課 71件 ―

高齢介護課 194件 ―

税務課
市民税　157件
固定　　 232件

9,679,400円
2,660,600円

子育て支援課 25件 537,620円

学校教育課 6件 26,600円

企業局 507件 566,002円

商工観光課 33件 ―

農林振興課 ― ―

住宅政策課 11世帯 ―

住宅政策課 15件 8,422,284円

高齢介護課 1件 ―

社会・障がい者福祉課 0件 ―

学校教育課 1件 ―

飯塚市社会福祉協議会
活動者数　326人
処理件数　039件

―

商工観光課 15件 325,500千円利子補給交付について
県が行う災害融資を活用する市内業者への利子補給を
行うもの

児童・生徒への対応について 被災児童生徒の心身のケア

ボランティア支援について
ボランティア支援については社会福祉協議会へ連絡して
ください。

市営住宅への一時入居につい
て

申
請
が
必
要
で
す

一時的に飯塚市市営住宅を提供します。
詳細は、ご相談ください。

災害救助法に基づく被災住宅
の応急修理について

半壊以上の住家を修理する資力のない方に、修
理に係る費用の一部を助成します。
保険金等で補てんされる場合は、該当にならな
い場合があります。

医療保険課
後期高齢者医療保険料の減
免

要援護者支援相談窓口につ
いて

高齢者の方を対象とした総合相談を実施

障がい者の方を対象とした総合相談を実施

水道料金（下水道使用料含
む）の減免

対　象：床下浸水以上の世帯
内　容：使用水量から5㎥減量

事業支援相談窓口について 商工観光課商工係において相談受付

農業災害資金関係の融資の
案内について（農家）

①農業近代化資金　1,800万円以下
②農業経営基盤強化資金　3億円以下
③農林漁業災害対策資金　500万円以下
④農林漁業ｾｰﾌﾃｨｰﾈｯﾄ資金　600万円以下

医療費（国民健康保険・後期
高齢者医療保険）の一部負担
金の免除

住家に床上浸水以上の被災をされた方は、医療
機関等窓口での一部負担金の支払いを免除(平
成30年10月末まで)

医療保険課

介護保険利用者負担額の免
除

住家に床上浸水以上の被災をされた方は、サー
ビス利用時の利用者負担額の支払いを免除(平
成30年10月末まで)

飯塚市災害見舞金の交付に
ついて

住家及び事業所の全壊、半壊、床上浸水（事業所につい
ては建物の地上階の最も低い床面から45㎝以上の浸水）
に対し飯塚市災害見舞金を交付

福岡県災害見舞金の交付に
ついて

住家の全壊、半壊、床上浸水に対し福岡県災害見舞金
を交付

災害援護資金（貸付）

こ
の
支
援
制
度
は
申
請
が
必
要
で
す

災害により負傷または住居、家財の損害を受け
た方に対して、災害弔慰金の支給等に関する法
律に基づき、生活の再建に必要な資金を貸付

被災者生活再建支援制度（給
付）

災害により居住する住宅が全壊するなど、被害を
受けた世帯に対して支援金を給付

国民健康保険税の減免
住宅・家財の損害程度（床上浸水以上）に応じた
減免率に基づき、保険税（料）を減免

介護保険料の減免

床上浸水以上の被害対象となります。

保険金等で補てんされる場合は
該当にならない場合があります。

固定資産税・市民税の減免

保育料の減免

児童クラブの利用料の減免

支援策（制度名） 救済制度の内容

水害し尿処理について
水害により雨水が流入した便槽は無料で収集していま
す。

水害ごみの処理について 水害ごみは無料で収集しています。
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９．各排水機場等運転開始時間及び開始水位・市営住宅一時入居者

各排水機場運転開始時間及び運転開始水位 (土木管理課)

運転水位 運転開始時刻 運転停止時刻 運転開始時刻 運転停止時刻 運転開始時刻 運転停止時刻

明星寺川排水機場 16.40 運転なし 8:50 23:20 運転なし

菰田排水機場 13.56 13:10 23:50 5:10 5:00

学頭排水機場 14.50 15:50 6日　00：30 5:50 5:30

殿浦排水機場 13.60 18:15 22:40 6:20 1:00

庄司川排水機場 12.00 17:30 6日　00：15 6:45 7:00

鯰田排水機場 11.55 18:10 6日　1：15 6:00 7:15

薙野排水機場 10.50 17:05 6日　0：45 5:35 7:35

薙野下流排水機場 10.90 6日　0：20 6日　0：40 6:50 1:55

秋松西排水機場 18.20 運転なし 14:43 21:00 運転なし

若菜排水機場 17.80 運転なし 14:30 21:00 運転なし

西秋松排水機場 17.10 運転なし 6:32 0:00 運転なし

十玉排水機場 14.20 19:08 21:29 6:58 22:06 運転なし

大日寺排水機場 14.88 運転なし 4:50 1:00

頴田排水機場 10.17 18:07 6日16:30
職員・操作員退避

停止時間調査中

各排水機場運転開始時間及び運転開始水位 (農業土木課)

運転水位 運転開始時刻 運転停止時刻 運転開始時刻 運転停止時刻 運転開始時刻 運転停止時刻

堀池 運転なし 運転なし 運転なし

赤池 10.50 16:20 23:55 3:40 7:40

川島 11.63 18:45 21:20 7:30 6:30

各ポンプ場運転開始時間及び運転開始水位　　　　（上下水道施設課）

運転水位 運転開始時刻 運転停止時刻 運転開始時刻 運転停止時刻 運転開始時刻 運転停止時刻

片島 12.50 15:54 21:53 4:52 23:20 運転なし

芦原 13.74 19:00 19:40 5:56 2:50

東町 13.80 17:00 20:00 5:30 2:20

鶴三緒 14.30 14:08 23:43 5:30 23:13 0:06 5:42

市営住宅一時入居状況一覧表

入居世帯 入居者数（人） 入居世帯 入居者数（人）

下三緒団地 3 5 3 5

目尾第２団地 3 8 1 1

清水谷第２ 2 2 2 2

小正高畑団地 2 5 1 1

頴田中央団地 2 5 3 9

新立団地 1 1 0 0

桜が丘団地 1 4 0 0

小峠東団地 2 4 1 3

計 16 34 11 21

対応当初（最大数） 11月30日現在
住宅名

施設名
7/5　日 7/6　日

7/7日

7/7　日

施設名

7/7　日

7/5日 7/6日

施設名
7/5　日 7/6　日
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１０．災害ごみ・消毒・し尿処理状況

ごみ処理 消毒処理 し尿処理

収集量（kg） 件数 件数

991.83 593 671

305.36 30 34

85.85 1 0

5.64 0 0

2.63 0 0

1391.31 624 705

●応援団体（自治体）

　ごみに関する支援：大牟田市、行橋市

　消毒に関する支援：福岡県、田川市、直方市、豊前市、中間市、宮若市、大野城市

１０月

１１月

合 計

期 日 備 考

７月

８月

９月
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１１．災害ボランティア・企業ボランティア活動及び災害時生活必需物資等供給状況調べ

活動者数
（人）

備考１
処理件数
（件）

備考２
店舗数
（社）

食分 備考３

7月6日 （金） 42 1,150

7月7日 （土） 23 870

7月8日 （日） 1 135

7月9日 （月） 1 85

7月10日 （火） 35 3 1 60

7月11日 （水） 38 3 1 54

7月12日 （木） 40 6 1 32

7月13日 （金） 40 5 1 16

7月14日 （土） 61 6 1 16

7月15日 （日） 61 6 1 16

7月16日 （月） 25 5 1 16

7月17日 （火） 22 3 1 16

7月18日 （水） 0 0 1 16

7月19日 （木） 0 0 1 6

7月20日 （金） 4 2 1 6

7月21日 （土） 1 6

7月22日 （日） 1 6

7月23日 （月） 1 6

7月24日 （火） 1 4

326
企業５社、社福連
１１法人、一般３６
名、他３団体

39
畳上げ・家財家具
の移動等・ゴミだし・
汚水の掃き出し

82 2,516
協定企業のうち３店
舗、協定外企業40
店舗から購入

生活必需物資等供給（延べ）

合計

期日

活動状況
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１２．災害義援金等調べ

義援金（飯塚市単独分） 平成30年11月30日現在（金額：円）

種 別 件 数 金 額 備 考

団体 31 6,423,293

個人 42 845,626

官公庁 8 3,086,215
鹿児島市、九州市議会議長会、福岡県市議会議長会、全国市議会議長
会、（財）福岡県市町村振興協会、島原市・島原市議会、宮若市議会

計 81 10,355,134

義援金（福岡県配分） （金額：円）

種 別 件 数 金 額 備 考

福岡県 1 92,339,508 平成30年7月豪雨災害に係る義援金（第一次配分）

被災者に対する配分金額 （金額：円）

種 別 対 象 金 額 備 考

人的被害 1人あたり 425,000 3か月以上の治療を要する方

人的被害 1人あたり 255,000 3か月以内の治療を要する方

住家被害
（半壊）

1世帯あたり 425,000

住家被害
（床上浸水）

1世帯あたり 85,000

見舞金 （金額：円）

種 別 件 数 金 額 備 考

官公庁 3 600,000 石巻市、日田市、福岡県市長会

計 3 600,000

義援品

種 別 支 援 物 資 数 量 備 考

法人 経口補水液 1,500本

法人 防塵マスク 50枚

法人 帽子 100個

※義援金（飯塚市単独分【8,782,800円：10/12日現在額】）と、義援金（福岡県配分【92,339,508円：第一次配分額】）を加えた
　 金額（101,122,308円）を基に算出した金額
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１３．災害見舞金交付件数

平成30年11月30日現在

飯塚市見舞金 （金額：円）

件　数 金　額

512 15,400,000

全壊（事業所） 2 100,000

半壊（住家） 173 5,190,000

床上浸水（住家） 241 7,230,000

床上浸水（事業所・店舗） 96 2,880,000

福岡県見舞金 （金額：円）

件　数 金　額

416 12,170,000

半壊（住家） 173 6,550,000

床上浸水（住家） 241 5,520,000

重傷者 2 100,000

災害見舞金（合計）

災害見舞金（合計）
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１４．総合相談窓口受付集計

日付 曜日 来庁者 り災証明受付 届出証明発行 相談・他

7月10日 火 214 51 2 161

7月11日 水 176 50 4 122

7月12日 木 133 40 4 89

7月13日 金 115 27 5 83

7月14日 土 62 17 3 42

7月15日 日 34 9 0 25

7月16日 月（祝） 62 13 0 49

7月17日 火 101 25 0 76

7月18日 水 49 18 2 29

7月19日 木 68 17 1 50

7月20日 金 76 19 3 54

1,090 286 24 780

総合相談窓口開設期間：平成30年7月10日（火）8時30分～8月20日（金）17時15分

※　木曜日は19時まで窓口延長
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１６ 

１５． ７月豪雨検証会の総括 

 

１ 情報の共有  
災害対策本部各班、本庁と各支所、災害対策本部と消防・警察・消防団・自衛隊・

社会福祉協議会・河川事務所・県災害対策本部の情報共有を推進するために、次の

事項を行う。 

（１）災害対策本部会議前後に班長会議の実施 

（２）ネットワーク上で会議資料を共有 

（３）情報収集計画を作成し、各時点における市長の関心事項を明確にし、各防災 

関係機関の情報収集能力を活用して情報収集及び情報共有を行う。 

＊情報共有は職員一人一人が、それぞれの立場で意識して行動しないと実現しない。 

 

２ 災害対策本部の部長、班長、係長は、それぞれの役職に 

応じた業務を行う。  
災害時は先行性と適時性が優先する。従って、自分が行った方が早いと判断する

事項は、部下任せにせず、自ら行う意識が重要である。 

この際、国、県との連携をとった活動に留意する。 

 

３ 各職員は自分の役割を理解し、役割を確実に果たす。 
 
班の初動マニュアルにおいて、各職員の役割までを具体化する。   

 

４ 情報が錯誤・混乱した場合は現場を確認（全ての答えは  

現場にある。） 
 
（１）パトロール班、民地調査班、公共土木班等の現地確認を行う班の確認事項を  

明確にすると共に、統一運用を行う。 
（２）現場の情報を確認する際の消防、警察、消防団、自衛隊等との相互協力体制を

構築する。  

 

５ 平常時に備えていなければ、非常時は厳しい現実が待ち 

受けている。 
 
各班、地域防災計画にある平常時の役割を再確認する。 

（１）災害対策本部の活動の事前訓練 

（２）避難所開設・運営の確認 

（３）各種復旧事務の流れの修得 


